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第１章 ブロック積（石積）擁壁 

ブロック積（石積）擁壁は、のり面下部の小規模な崩壊防止やのり面の保護に用いられ、背

面の地山が締まっている切土部や比較的良質な裏込材料で十分な締固めがされる盛土部等、背

面地盤からの土圧が小さい場合に適用できる。 
ブロック積（石積）は、倒壊しても重大な事故につながらない場合に用いられるもので、そ

れ以外の場合に使用する際には十分な配慮を必要とする。 
 

1－1 参考基準類 

本章は表 1－1の基準類を参考としている。設計に当たっては、これらの基準類等に基づい

て行うこと。なお、参考基準類が改訂された場合、改訂された指針類に従うものとする。 

表 1－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所等 

国土交通省制定 土木構造物標準

設計第 2 巻の手引き（擁壁類） 
H12.9 (一社) 全日本建設技術協会 

道路土工－擁壁工指針 H24.7 (公社)日本道路協会 

 

1－2 適用区分 

① ブロック積（石積）擁壁の設計は、「国土交通省制定 土木構造物標準設計第 2巻（擁壁

類）」の標準図面を使用することを原則とする。 

なお、切土部で直高 5ｍから 7ｍのブロック積（石積）の設計については、「日本道路協会 

道路土工 擁壁工指針」により行うものとするが、その適用については、背面の地山が良質

で締まっていることを確認する等、慎重に判断すること。 

② ブロック積（石積）擁壁に対する標準図は以下の 2枚であり、それぞれ構造物別に収録し

てある。 

03-RM-1 ･･････ 練積で裏込めコンクリートを用いる構造 

03-RM-2 ･･････ 練積で裏込めコンクリートを用いない構造（河川護岸用） 

それぞれの標準図について、次に示す設計条件の範囲に対して構造寸法が定められており、

利用に当たっては、その構造、直高、前面勾配、裏込め土の種類などをパラメータとして計

上寸法を決定する。 

擁壁高（直高）（H）  1.0～5.0ｍ（0.5ｍピッチ） 

前面勾配（N1）    1：0.3，1：0.4，1：0.5 

裏込め土の種類    U1 : 良好な土 

           U2: 普通の土 

なお、03-RM-2 は、河川護岸用であり、道路土工構造物として使用しないことを原則とす

る。 
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(1) 標準設計使用上の注意事項 

① 原則として裏込めコンクリートのある構造（RM-1）を使用するものとする。但し、切土

法面の背面が岩の場合は、別途協議すること。 

② 裏込めコンクリートのない構造（RM-2）は、河川護岸工事の場合に使用する。但し、護岸

肩部が兼用道路で輪荷重がかかる場合は RM-1を使用する。なお、兼用道路とは、自動車交

通を有するもので、耕作道や河川管理道は含まないものとする。 

また、護岸の背面材料が砂質土等、吸い出されやすいもの及び護岸の安定上特に必要な場

合は RM-1 を使用する。 
③ ブロック積 （石積） 擁壁は、lｍ当たりの設計であり、擁壁の延長方向に対する展開図

または一般図を作成する必要がある。 

④ 擁壁の高さが変化する場合は、設計区間における最大高さを基準として選定する。 中間

の設計条件の場合は、直近上位のものを使用する。 

⑤ 裏込め材は、クラッシャラン（RC－40）を標準とし、厚さは、現場の裏込めの土の土質

に応じて U1（良好な土）、U2（普通の土）の中から適合するものを使用する。 

⑥ 図面の寸法表の値は盛土部の場合であり、切土部の場合で比較的よく締まった地山では

裏込め材の厚さを上下等厚としてよい。ただし、裏込め材の厚さは 30㎝～40㎝とする。 

⑦ コンクリート基礎の基礎材はクラッシャラン（RC－40）t=20cmを標準とするが、基礎地

盤の状況等により、設計者が別途検討する場合、該当する材種、敷厚、数量等を明記するこ

と。 

⑧ 擁壁背面の水抜きには特に注意し、φ50mm程度の水抜きパイプを 2.0～3.0㎡に 1ヶ所

程度設けること。ただし擁壁背面に水位を考える場合、常時の水位以下は必要ない。また、

洪水時の水位に対しては 、擁壁背面の土砂が吸い出されないような構造としておくことが

望ましい。 

⑨ 根入れは少なくとも積みブロック１個以上が土中に没する程度の根入れを確保すること。

（標準図では 30cm に設定） 

河川の場合は 、現河床の最深部より深くすべきであり、計画河床が定めてある場合は、

それより 1.0ｍ以上根入れを行うことが望ましい。 

⑩ 基礎地盤が岩盤の場合は、表面の風化している部分を除いて軟岩Ｉのとき 50cm 程度、

それ以上の時は 30cm 程度切り込まなければならない。（図 1－1) 

⑪ 裏込め材は、基礎周辺部に周辺地盤からの水の浸透による悪影響が及ばないよう、擁壁

前面の地山線程度まで設置することを原則とし、裏込め材の直下から基礎コンクリート底

面までの間には不透水層を設置することが望ましい。但し、河川護岸または擁壁の前面に水
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位を考慮する場合には、裏込め材は基礎地盤程度まで設置する。（図 1－2） 

⑫ 裏込めコンクリートがある場合は、10ｍ以下の間隔で伸縮目地を設けるものとする。伸

縮目地の厚さは 10mm を標準とする。 

岩質 B（ｍ） ｔ（ｍ） 切付勾配 埋戻コンクリート 

軟岩（Ⅰ） 0.1 0.5 1：0.3 σ=18N／mm2 

軟岩（Ⅱ）以上 0.1 0.3 1：0.2 σ=18N／mm2 

 

図 1－1 岩着基礎の構造 

 

図 1－2 裏込め材の設置例 
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第２章 小型重力式及び重力式擁壁 

重力式擁壁は、自重によって土圧を支持する形式の擁壁である。重力式擁壁は、コンクリー

ト擁壁の中では施工が最も容易であり、擁壁高さが低い場合（4ｍ程度以下）で、基礎地盤が良

好な場合に用いられることが多い。 
 

2－1 参考基準類 

本章は表 2－1の基準類を参考としている。設計に当たっては、これらの基準類等に基づい

て行うこと。なお、参考基準類が改訂された場合、改訂された指針類に従うものとする。 

表 2－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所等 

国土交通省制定 土木構造物標準

設計第 2 巻の手引き（擁壁類） 
H12.9 (一社) 全日本建設技術協会 

道路土工－擁壁工指針 H24.7 (公社)日本道路協会 

 

2－2 適用区分 

原則として国土交通省標準設計の小型重力式擁壁、重力式擁壁を使用する。 

(1) 国土交通省標準設計 小型重力式擁壁および重力式擁壁 

小型重力式擁壁は、擁壁高さが 2.0ｍ以下で歩道に面した場所、のり尻擁壁および境界

壁等に利用する。この際擁壁背面の盛土水平部分に載荷重 q＝3.5kN/㎡（群集加重）を考

慮している場合と考慮していない場合がある。載荷重 q＝10kN/㎡の影響を考慮する場合は

重力式擁壁を利用する。 

基礎地盤の許容支持力度は qa＝200kN/㎡としており、摩擦係数はμ＝0.6（砂質地盤）、

μ＝0.5（粘性土地盤）の両ケースを設定している。なお、標準図に明記してある設計上

の地盤反力度がその地盤の許容支持力度以下で、摩擦係数μが標準設計の設定値以上であ

る地盤において、標準設計を使用することができる。 

1) 小型重力式擁壁 

小型重力式擁壁に対する標準図は 20枚であり、以下の設計条件から使用図面を選択す

る。 

擁壁高（直高）（H） 0.5～2.0ｍ（0.5ｍピッチ） 

裏込め土の種類    C1 : 礫、礫質土 

C2 : 砂質土 

盛土勾配（N）     1:1.5，1:1.8，1:2.0，水平 

高さ比（H0/H）      0，1.0 

前面勾配（N1）   1:0.0，1:0.2，1:0.3，1:0.4，1:0.5  

滑動摩擦係数（μ） 0.6，0.5 

載荷重（q）      0，3.50 
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2) 重力式擁壁 

重力式擁壁に対する標準図は 26枚であり、以下の設計条件から使用図面を選択する。 

 
擁壁高（直高）（H） 1.0～5.0ｍ（0.5ｍピッチ） 

裏込め土の種類    C1 : 礫、礫質土 

C2 : 砂質土 

C3 : シルト，粘性土（ただし、ωL ＜50%） 

盛土勾配（N）     1:1.5，1:1.8，1:2.0，水平 

高さ比（H0/H）      1.0，0.75，0.5，0.25，0 

前面勾配（N1）   1:0.0，1:0.2，1:0.3，1:0.4，1:0.5 

滑動摩擦係数（μ） 0.6，0.5 

 
(2) 広島市運用 小型重力式擁壁 

里道等の車両が通行しない箇所に限り、広島市運用の小型重力式擁壁を使用してもよ

い。 
広島市運用に対する小型重力式擁壁の標準図は 1 枚であり、前面勾配ごとに収録してあ

る。 
小型重力式擁壁は背面の地盤が水平な場合（例えば宅地部を切り込む場合）の土留擁壁

にのみ使用できる。形状寸法の選定は、表 2－2によるものとする。 
設計の収録範囲は、次のとおりである。 

1) 小型重力式擁壁（広島市運用） 

擁壁高（直高）（H） 0.4～2.0ｍ（0.1ｍピッチ） 

前面勾配（N1）   1:0.3 

裏込め土の種類    C1 : 礫、礫質土 

C2 : 砂質土 

盛土勾配（N）     水平 

 
表 2－2 小型重力式擁壁（広島市運用）型式選定図 

C1

C2

HSGW－1

HSGW－1 HSGW－2

1.1 1.20.5 0.6 1.9 2.0

擁壁高 H（ｍ）
土質

0.4 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.80.7 0.8 0.9 1.0

 

2－3 標準設計使用上の注意事項 

① 擁壁高さが高い場合（H＝1.5ｍ程度以上）はブロック積と比較して使用すること。 

② 背面の盛土形状が変化する場合は、その盛土形状の範囲で利用できる形状寸法の最大の
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ものを選定する。 

③ 小型重力式擁壁（国土交通省標準設計および広島市運用）について裏込め土の種類は、

礫、礫質土及び砂質土を対象としシルト、粘性土は除外してある。したがって、裏込め材料

が、シルト、粘性土と考えられる場合は、裏込め土の置き換えを行うか、別途設計を行うこ

と。 

④ 中間の設計条件の場合は、直近上位のものを使用する。 

⑤ 水の浸透による土圧、水圧の増加を防ぐために水抜孔及び壁背面には排水工を設けなけ

ればならないが、水抜パイプは 2.0～3.0㎡に１ヶ所設けφ50mm程度のものを使用し土砂流

出防止網を添付するのを標準とする。 

⑥ 基礎材はクラッシャラン（RC-40）t=20cmを標準とするが、基礎地盤の状況等により、設

計者が別途検討する場合、該当する材種、敷厚、数量等を明記すること。 

⑦ 根入れは擁壁高さ、基礎地盤の状況によりそれぞれ考えなければならないが、少なくと

も 50cm 程度以上とする。基礎地盤が岩盤の場合は、表面の風化している部分を除いて、軟

岩Ⅰのときは 50cm以上、それ以上のときは 30cm程度切り込まなければならない。 

⑧ 重力式擁壁のコンクリートの圧縮強度は、σck＝18Ｎ／mm2以上とする。 

⑨ 高さが変化する場合で擁壁延長方向に連続施工する場合は、背面の型枠のねじれを防ぐ

ため現場における最大高さを基準として選定する。なお、鉛直方向に伸縮目地をいれ擁壁背

面勾配を変化させる場合はこの限りでない。 

⑩ 広島市運用を適用する場合には、高さにより天端幅が変化するが、１スパン内で最大高

さの天端幅を基準としてスパンごとの天端幅をそろえるものとする。 

⑪ コンクリートの水平打継目には、用心鉄筋として D13mmを 50cm 程度に配置するのが望ま

しい。なお、これらの材料は別途計上する必要がある（図 2－1）。 

⑫ 伸縮目地の間隔は 10ｍ以下とし、その目地の厚さは 10mm を標準とする。また、鉛直打継

目の間隔は、5ｍ以下とする（図 2－2）。また、基礎地盤の位置が変化している場合にも伸

縮目地を設けるのが望ましい。 

 
 

図 2－1 打継目の施工例 図 2－2 伸縮目地・鉛直打継目（ひび割れ誘発目地） 
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計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

注
意

事
項

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

0
3
-
S
R
G
-
0
4
(
H

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

-
C

(
 

 
)

5
0
0
-
B

-
N
1
0
.
4

(
 

)
-
N
(
 
 
 
)

)
-
H
1
2
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9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

注
意

事
項

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

-
C

0
3
-
S
R
G
-
0
5
(
H

-
B

5
0
0

(
 

 
)

)
-
H
1
2

(
 

 
)

-
N

(
 

 
)

0
.
5

-
N
1
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擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

-
C

0
3
-
S
R
G
-
0
6
(
H

-
B

1
0
0
0

(
 

 
)

)
-
H
1
2

(
 

 
)

-
N

(
 

 
)

0
.
0

-
N
1

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ
6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

注
意

事
項
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4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

注
意

事
項

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

0
3
-
S
R
G
-
0
7
(
H

(
 

 
)

-
B

1
0
0
0

(
 

) -
C

0
.
2

-
N
1

-
N
(
 
 
 
)

)
-
H
1
2
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4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

注
意

事
項

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

0
3
-
S
R
G
-
0
8
(
H

(
 

 
)

-
B

1
0
0
0

(
 

) -
C

0
.
3

-
N
1

-
N
(
 
 
 
)

)
-
H
1
2
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4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

注
意

事
項

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

0
3
-
S
R
G
-
0
9
(
H

(
 

 
)

-
B

1
0
0
0

(
 

) -
C

0
.
4

-
N
1

-
N
(
 
 
 
)

)
-
H
1
2
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擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

0
3
-
S
R
G
-
1
0
(
H

(
 

 
)

-
B

1
0
0
0

(
 

) -
C

0
.
5

-
N
1

-
N
(
 
 
 
)

)
-
H
1
2

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ
6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

注
意

事
項
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4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

注
意

事
項

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

0
3
-
S
R
G
-
1
1
(
H

(
 

 
)

-
B

1
5
0
0

(
 

) -
C

0
.
0

-
N
1

-
N
(
 
 
 
)

)
-
H
1
2

－ 23 －



4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

注
意

事
項

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

0
3
-
S
R
G
-
1
2
(
H

(
 

 
)

-
B

1
5
0
0

(
 

) -
C

0
.
2

-
N
1

-
N
(
 
 
 
)

)
-
H
1
2
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-
C

0
3
-
S
R
G
-
1
3
(
H

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

-
B

1
5
0
0

(
 

 
)

)
-
H
1
2

(
 

 
)

-
N

(
 

 
)

0
.
3

-
N
1

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

注
意

事
項
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-
C

0
3
-
S
R
G
-
1
4
(
H

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

-
B

1
5
0
0

(
 

 
)

)
-
H
1
2

(
 

 
)

-
N

(
 

 
)

0
.
4

-
N
1

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

す
る

。

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

注
意

事
項
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-
C

0
3
-
S
R
G
-
1
5
(
H

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

-
B

1
5
0
0

(
 

 
)

)
-
H
1
2

(
 

 
)

-
N

(
 

 
)

0
.
5

-
N
1

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ
6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

注
意

事
項
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-
C

0
3
-
S
R
G
-
1
6
(
H

擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

-
B

2
0
0
0

(
 

 
)

)
-
H
1
2

(
 

 
)

-
N

(
 

 
)

0
.
0

-
N
1

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ
6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

注
意

事
項
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擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

0
3
-
S
R
G
-
1
7
(
H

(
 

 
)

-
B

2
0
0
0

(
 

) -
C

0
.
2

-
N
1

-
N
(
 
 
 
)

)
-
H
1
2

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ
6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

注
意

事
項

－ 29 －



擁
壁

－
小

型
重

力
式

擁
壁

0
3
-
S
R
G
-
1
8
(
H

(
 

 
)

-
B

2
0
0
0

(
 

) -
C

0
.
3

-
N
1

-
N
(
 
 
 
)

)
-
H
1
2

3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(
 
 
 
)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ
6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。
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3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
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)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ
6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。
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3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
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)
内

の
B
(

 
)
、

C
(
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、

N
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内

に
該

当
す

る
設

計

条
件

を
記

入
す

る
こ

と
。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ
6
.
水

抜
工

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。
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3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(

 
)
内

の
B
(
 

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計
条

件

 
を

記
入

す
る

こ
と

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

以
下

を
標

準
と

す
る

。

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

6
.
水

抜
孔

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。
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3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(

 
)
内

の
B
(
 

 
)
、

C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計
条

件

 
を

記
入

す
る

こ
と

。

6
.
水

抜
孔

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。
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.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
。

1
.
タ

イ
ト

ル
(

 
)
内

の
B
(
 

 
）

、
C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計
条

件

 
を

記
入

す
る

こ
と

。

6
.
水

抜
孔

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。
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中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

2
.
本

図
は

、
１

ｍ
当

た
り

の
設

計
で

あ
り

、
地

震
を

考
慮

し
て

い
な

い
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タ

イ
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ル
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B
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)
、

C
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)
、

N
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)
内

に
該

当
す

る
設

計
条

件

 
を

記
入

す
る

こ
と

。

6
.
水

抜
孔

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

び
数

量
を

該
当

す
る

箇
所

に
明

記
す

る
こ

と
。

5
.
基

礎
材

は
、

基
礎

地
盤

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
検

討
し

、
材

種
、

敷
厚

お
よ

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

字
型

の
鉛

直
打

継
目

を
設

け
る

の
が

望
ま

し
く

、
そ

の
間

隔
は

、
５

ｍ

7
.
伸

縮
目

地
の

間
隔

は
、

1
0
ｍ

以
下

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

以
下

を
標

準
と

す
る

。

8
.
使

用
し

な
い

断
面

は
、

間
違

い
の

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消

し
て

お
く

と
よ

い
。

ま
た

、
数

値
表

お
よ

び
材

料
表

の
該

当
す

る
部

分
を

赤
線

で

囲
む

な
ど

、
使

用
箇

所
を

明
記

す
る

の
が

よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す
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よ
い

。

9
.
擁

壁
の

高
さ

が
変

化
す

る
場

合
は

、
解

説
を

参
照

さ
れ

た
い

。
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3
.
中

間
の

設
計

条
件
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対

し
て

は
、

直
近

上
位

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。

4
.
設

計
条

件
の

空
欄

に
は

、
該

当
す

る
設

計
条

件
を

記
入

す
る

こ
と

。

1
.
タ

イ
ト

ル
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)
内

の
B
(
 

 
）

、
C
(
 

 
)
、

N
(
 

 
)
内

に
該

当
す

る
設

計
条

件
を

9
.
使

用
し

な
い

断
面
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、

間
違

い
の
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こ

ら
な

い
よ

う
に

斜
線

な
ど

で
消
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て

1
0
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擁

壁
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高
さ

が
変

化
す

る
場

合
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説
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照

さ
れ

た
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。

8
.
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縮
目

地
の

間
隔
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、

1
0
ｍ

以
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す

る
こ

と
。

ま
た

、
擁

壁
前

面
に

Ｖ

7
.
水

抜
孔

な
ど

の
排

水
工

は
、

現
場

の
状

況
に

応
じ

て
別

途
設

計
す

る
こ

と
。

6
.
基

礎
材
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基
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地
盤
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況
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別

途
検

討
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、
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5
.
擁

壁
高
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2
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5
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以
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中

位
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砂
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地
盤
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支

持
地

盤
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場
合
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鉛
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５
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。
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数
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線
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囲
む

な
ど
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箇

所
を

明
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す
る
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が

よ
い
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数
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該
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す

る
箇
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す
る
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入

れ
深
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擁

壁
高

さ
の

0
.
2
倍
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す
る

こ
と
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下
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と

す
る
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す
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と
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倍
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す
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す
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。
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鉛
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５
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検
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縮
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の
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す
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す
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地
盤
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況
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1
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す

る
場
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説
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該
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計
条

件
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.
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計
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件
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空
欄

に
は

、
該
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設

計
条

件
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記
入

す
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3
.
中

間
の

設
計

条
件

に
対

し
て
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、

直
近

上
位
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も
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使
用

す
る
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2
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本

図
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設
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れ
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擁
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さ
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2
倍

以
上
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保

す
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が
望

ま
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数
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該
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す
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所
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す
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囲
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す
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す
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し
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持
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す
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第３章 側溝類 

 

3－1 参考基準類 

本章は表 3－1の基準類を参考としている。設計に当たっては、これらの基準類等に基づいて

行うこと。なお、参考基準類が改訂された場合、改訂された指針類に従うものとする。 

表 3－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所等 

国土交通省制定 土木構造物標準設計 

第 1 巻の手引き（側こう類・暗きょ類） 
H12.9 (一社) 全日本建設技術協会 

道路土工要綱 H21.6 (公社)日本道路協会 

 

3－2 適用区分 

側溝の型式選定および側溝の断面の決定については、「道路土工要綱（(社)日本道路協会）」 

等によって行うものとする。 

なお、標準設計で対象とした各側溝に対する“設計流量－縦断勾配－側溝断面”の関係は、 

標準設計の参考資料－１「側溝およびパイプカルバートの流量線図」を参照すること。 

 

(1) Ｌ型側溝 

歩道の新設・改築を行う場合に、組み合わせ型のＬ型側溝を使用する場合は、セミフラッ ト

形式を原則とする。セミフラット形式の詳細については、「第７章 歩道の一般的構造」を

参照すること。 

Ｌ型側溝の設計に国土交通省標準設計を使用する場合については、以下の通りである。 

1) PL１、PL2 型の使用に当たって留意する点は次のとおりである。 

イ）エプロン厚（T）は、150，200，250 ㎜の 3種類を用意しているが、これらの使い分け

は表 3－2を参考にして決定するものとする。 

ロ）エプロン幅（B）は 500 ㎜に統一しているが、道路幅員等から B＝500 ㎜を必要とし

ない場合等においては、例えば図 3－1 の方法によってエプロン幅を減少させて利用し

てもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－1 エプロン幅(B)を減少させる場合の例 
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表 3－2 Ｌ型側溝の使用区分 

 

分 類 
 

使 用 区 分 
型式の 

呼び名 

 

構 造 

 

 

 

 

組み合わせＬ型側溝 

 

 
縁石：プレキャスト製品 

エプロン部： 

場所打ちコンクリート 

 
Ｔ荷重相当の影響を考

慮  する場合で、歩道部がマ

ウ ントアップ型の場合 

 

 
 

PL1 型 

 

 

 

 

Ｔ荷重相当の影響を考

慮  する場合で、歩道部がフ

ラ ット型の場合 

 

 
 

PL2 型 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所打ちＬ型側溝 

 

Ｈ＝300～500mm でＴ荷

重  相 当 の 影 響 を 考 慮

する場  合 

 

 
 

L1 型 

 

 

 

Ｈ＝600～1000mm でＴ荷重 

相当の影響を考慮する

場  合 

 

 
 

L2 型 

 

 

 

表 3－3 PL1、Pl2 型のエプロン厚の使い分けの目安 

交通量区分 舗装計画交通量(台/日・方向) エプロン厚Ｔ(mm) 

N1～N3(L 交通) 

N4(A 交通) 

N5(B 交通) 

100 未満 

100 以上 250 未満 

250 以上 1,000 未満 

 
 

150 

N6(C 交通) 1,000 以上 3,000 未満 200 

N7(D 交通) 3,000 以上 250 

 

ハ）幅員 8.0ｍ未満の道路においては、エプロン幅（B）は 400 ㎜を標準とする。また、幅 

員 8.0ｍ以上であっても歩道のない道路においては、エプロン幅（B）400 ㎜を標準とす

る。 

ニ）プレキャスト縁石の規格は、原則として歩道がある場合で道路の区分が第 3種第 1 級・

第 2級、第 4種第 1級・第 2級のときは B種、第 3 種第 3級・第 4級、第 4種第 3級 

のときは A 種を使用する。歩道がない場合は、H=120mm のものを標準とするが、幅員、 
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隣接地の状況等により、適切なものを使用してよい。 

ホ）エプロン部の横断勾配（i）は 6％に統一しているが、自動二輪等の走行安定性等の問 

題がないと考えられる場合においては、例えば図 3－2 の方法によって横断勾配を増や

して利用してもよい。 

 

図 3－2 横断勾配を増やす場合の例 

 

ヘ）基礎材は現場の状況により適切なものを用いるものとするが、原則としてクラッシャ

ラン（RC-40）を使用する。なお、路盤上に施工する場合は、基礎材を省略してよい。 

 
(1) Ｕ型側溝 

1)  Ｕ型側溝の使用区分は、表 3－4を標準とする。 

2)  Ｕ型側溝は、原則としてプレキャストＵ型側溝を使用する。但し、次の場合にかぎり、 

現場打ちＵ型側溝を使用してもよい。 

イ）民地側が水田等で道路高と地盤高に差がありプレキャストＵ型側溝が不適当な場合。  

ロ）水路縦断勾配と道路計画勾配が異なる等、水路の高さが一定でない場合。但し、可変式

のプレキャスト製品で対応可能な場合を除く。 

ハ）修繕工事等小規模な工事で、既設水路との取合わせによりプレキャストＵ型側溝が不

適当な場合。 

ニ）その他現場条件により、現場打ち側溝が必要な場合。 

3)  歩道側のプレキャストＵ型側溝は、蓋の必要性の有無にかかわらず PU2とする。また、

PU2、PU3の場合カーブ用の使用は R＝100ｍ以下のときとする。 

4)  蓋は、原則としてコンクリート蓋及び鋼製グレーチング蓋を使用するが、次の場合には、

車の走行性等を考慮して、現場打ち側溝蓋を使用してもよい。  

イ）歩道のない道路の路側にＵ型側溝を設ける場合で、道路幅員が 7.5ｍ以下の箇所。  

ロ）歩道内にＵ型側溝を設ける場合で、歩道幅員が 1.5ｍ以下の箇所。 
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表 3－4 Ｕ型側溝の使用区分 
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5)  現場打ち側溝蓋の使用区分は次のとおりとする。  

イ）パーキング・交差点部等で重車両が横断する箇所。 

ロ）歩車道境界ブロック等で分離されている箇所。 

イ)の場合、原則としてプレキャスト縁石と組み合せて蓋上面をＬ型側溝として使用する。 

6)  現場打ち側溝蓋の場合排水、維持管理等を考慮して 15ｍ程度の間隔で鋼製グレーチング 

蓋を設置すること。ただし、排水が集中する場合等特別な場合は各々現場に応じて設計し 間

隔を決定すること。 

7)  鋼製グレーチング蓋の使用区分は表 3－5を標準とする。 

 

表 3－5 鋼製グレーチング蓋の使用区分 

 

 
使用区分 

重荷重高速用 

25ｔ 

一般側溝用 

25ｔ 14ｔ 2ｔ 

車 道 横 断 部 ○    

車 道 部 (縦 断 方 向 )  ○   

出入口 (軽車両以外 )   ○  

出入口 ( 軽車両 ) 歩行者    ○ 

注) 車両横断部に設置する鋼製グレーチング蓋で、重荷重車が高速で通過する場合は、ボルトで
固定すること。 
軽車両とは乗用車程度とする。 

 

3－3 標準設計使用上の注意事項 

(1) Ｌ型側溝 

1) 場所打ちＬ型側溝(L1、L2 型)のコンクリート及び基礎材の数量は、擁壁等に勾配がない 

場合で計上してある。したがって、図 3－3 のように擁壁等に勾配がある場合は、それによ

る数量を差し引く必要がある。 

 

 

 

図 3－3 材料数量の控除 
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2) 端部型枠面積を必要とする場合は、材料表内のコンクリート体積の 1/10(片面)を計上

すればよい。 

3) 目地材は必要に応じて別途計上する必要がある。 

 

(2) Ｕ型側溝 

1) 端部型枠面積を必要とする場合は、材料表面のコンクリート体積の 1/10(片面)を計上

すればよい。 

2) 目地材、止水板は必要に応じて別途計上する必要がある。 

3) 道路を横断する場所には、コンクリート製の蓋を用いないことを原則とする。 

4) Ｕ型側溝を路側に設け蓋付きとする場合で、標準設計の側溝蓋に設けられている排水孔

では落下率が不足することが考えられる。このような場合は、市販の鋼製グレーチング

蓋を使用し排水が十分行なわれるようにする必要がある。また側溝蓋は、道路表面水が

流下するよう穴があけられているが、豪雪地帯などで一時に多量の水が流入するおそれ

のある時は、路面たん水のない構造(鋼製グレーチング蓋の使用等)とすることが望まし

い。なお、鋼製グレーチング蓋等を使用する場合には、使用目的に応じた荷重に耐えるも

のでなければならない。この場合、標準部の蓋掛け部の寸法は、コンクリート製の側溝蓋

から決めているので、使用する鋼製グレーチング蓋が決まれば、それに応じて蓋掛け部

の寸法の変更 を行なう必要がある。その際、コンクリート量の修正及び鋼製グレーチン

グ蓋の設置に伴う受け枠、アンカー等を別途計上する必要がある(図 3－4)。 

 

 

 

図 3－4 場所打ちＵ型側溝の蓋掛け部 

 
5) 側溝ぶた C１型は、工場製品規格で設計してある。なお、これを場所打ちコンクリート

で製作する場合は、主鉄筋中心からコンクリート表面までの距離を 30㎜に変更する必要

がある。 

6) U4型は、側溝深さ（H）が 1000㎜を超える範囲について標準化しているが、用地等の制

限で U1 型、U3型（無筋コンクリート側壁が不等厚）の使用が不適当と考えられる場合は 

U4型を使用してもよい。 

7) 場所打ちＵ型側溝蓋には、必要に応じてつり金具等を埋設するものとするが、この場合
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金具がふたの上面から突き出さないようにすること。なお、つり金具の個数は適宜計上

されたい。 

8) 基礎の施工幅は、構造端部より 5cm 出すこととし、基礎厚は表 3－6 のとおりとする。 

 

表 3－6 基礎厚 

 

 

3－4 雨水流出量の計算 

雨水流出量の算定は、合理式(ラショナル式)を用いて計算する。  

Ｑ＝1/(3.6×106)×Ｃ・Ｉ・a 

あるいは 

Ｑ＝1/3.6×Ｃ・Ｉ・Ａ 

ここに Ｑ：雨水流出量(ｍ³/ｓ) 

Ｃ：流出係数  

Ｉ：流達時間の降雨強度(ｍｍ/ｈ) 

 a：集水面積(ｍ²)  
Ａ：集水面積(km²) 
 

(1) 降雨強度 

道路排水の設計に用いる降雨強度は次によるものとする。 

1) 路面排水施設の設計 路面排水など流達時間が極めて短く、かつ側溝ますの様に数多く

の設計をしなければならない場合。 

標準降雨強度 90mm/h 

2) 表面排水、道路横断排水 

1)以外の表面排水施設及びボックスカルバートの様な道路横断排水施設は河川・砂防構 

造物設計に用いられる「広島県広域降雨量調査業務報告書」により算定する。 

 

(2) 降雨確率年 

排水施設の規模を定めるためには降雨確率年を決定しなければならない。この確率年は、 

表 3－7、表 3－8を参考として決めるとよい。排水系統を統合し道路横断排水路にする場合

は十分余裕を持たせた断面とすること。又河川が道路を横断する場合は、河川管理者と協議

し確率年を決めること。 
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表 3－7 道路区分による選定基準 

道路の種別 
 

計画 

 交通量(台/日) 

高速自動車国 

道・自動車専 

用道路 

 

一般国道 

 

都道府県道 

 

市町村道 

10,000 以上 Ａ Ａ Ａ Ａ 

10,000～4,000 Ａ Ａ，Ｂ Ａ，Ｂ Ａ，Ｂ 

4,000～500 Ａ，Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ，Ｃ 

500 未満 ― ― Ｃ Ｃ 

注) 迂回路のない道路については、その道路の重要性等を考慮して、区分をして１ランク

あげてもよい。 

表 3－8 排水施設別採用降雨確率年の標準 

分類 排水能力の高さ 
降雨確率年 

(イ) (ロ) 

Ａ 高い  
3 年 

10 年以上(ハ) 

Ｂ 一般的 7 年 

Ｃ 低い 5 年 

注) （イ）は路面や小規模なのり面など、一般の道路排水施設に適用する。 

（ロ）は長大な自然斜面から流出する水を排除する道路横断排水施設、平坦な都市

部で内水排除が重要な場所の道路横断排水施設など、重要な排水施設に適用する。 

（ハ）は道路管理上重要性の高い道路横断排水施設については 30 年程度とするの

がよい。 

 

3－5 側溝断面の決定 

(1) 通水断面の決定 

側溝の最大流量は、Manning の公式により求め、側溝の流量線図としてまとめられており、

現場の降雨量や集水面積から設計流量が求まれば、これと側溝設置勾配によって管径が決定

できる。流量計算式は次式のとおりである。 

Manning の公式 Ｑ＝Ａ・Ｖ 

Ｖ＝１/ｎ・Ｒ2/3・Ｉ１/2 

Ｑ：流量(ｍ３/ｓ) Ｒ：径深(ｍ)(＝Ａ/Ｐ)  

Ａ：断面積（ｍ２） Ｐ：潤辺長(ｍ) 

Ｖ：流速(ｍ/s) I ：勾配 

ｎ：祖度係数 

 

(2) 断面の決定 

側溝の断面の決定は、設計流量の 2 割増しの流量が通水可能となるように設計すること。 
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図参3－1 側こう－PL1,PL2型の流量線図 
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図参3－2 側こう－L1型の流量線図 
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図参3－3 側こう－L2型の流量線図 
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図参3－4 側こう－PU1型の流量線図 
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図参3－5 側こう－PU2,PU3型の流量線図 
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図参3－6 側こう－U1型の流量線図 
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図参3－7 側こう－U2型の流量線図 
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図参3－8 側こう－U3型の流量線図 
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図参3－9 側こう－U4型の流量線図 
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現場打側溝床版 

現場打側溝床版(車道横断部)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄 筋 配 筋 表                    ※鉄筋の材質はＳＤ３４５とする。 

記  号 溝幅 蓋厚 h R1(D13)間隔 R2(D13)本数 R3(D13)間隔 グレーチング蓋寸法 

FL－1－1b（ ） B300 160 8.5cm 8本 8.5cm 
通称  長幅  

1,000×400用 

FL－1－2b（ ） B400 160 7.5cm 10本 7.5cm 1,000×500用 

FL－1－3b（ ） B500 160 6.5cm 10本 6.5cm 1,000×600用 

注) グレーチング蓋は、横断側溝用としボトルによる固定を行うこと。 
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現場打側溝床版(路側部) 

  

 

 

 

鉄 筋 配 筋 表               ※鉄筋の材質はＳＤ３４５とする。 

記  号 溝幅 蓋厚 h R1(D13)間隔 R2(D13)本数 グレーチング蓋寸法 

FL－2－1b（ ） B300 130 9.0cm 4本 
通称  長幅  

1,000×400用 

FL－2－2b（ ） B400 130 8.0cm 5本 1,000×500用 

FL－2－3b（ ） B500 150 9.0cm 5本 1,000×600用 

注) グレーチング蓋は跳ね上り防止のための固定を行うこと。 

固定構造は、車輌出入口部はボトルによる固定を行い、それ以外の箇所の固定にお

いては、設置位置、車輌通過の頻度に応じた固定構造とする。 
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現場打側溝床版(歩行者、軽車両) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄 筋 配 筋 表               ※鉄筋の材質はＳＤ３４５とする。 

記  号 溝幅 蓋厚 h R1(D13)間隔 R2(D13)本数 グレーチング蓋寸法 

FL－3－1b（ ） B300 100 15.0cm 4本 
通称  長幅  

1,000×400用 

FL－3－2b（ ） B400 100 15.0cm 4本 1,000×500用 

FL－3－3b（ ） B500 120 15.0cm 4本 1,000×600用 

注) グレーチング蓋は跳ね上り防止のための固定を行うこと。 
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第４章 排水桝 

4－1 参考基準類 

本章は表 4－1の基準類を参考としている。設計に当たっては、これらの基準類等に基づい

て行うこと。なお、参考基準類が改訂された場合、改訂された指針類に従うものとする。 

表 4－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所等 

国土交通省制定 土木構造物標準設計

第 1巻の手引き（側こう類・暗きょ類） 
H12.9 (一社) 全日本建設技術協会 

道路土工要綱 H21.6 (公社)日本道路協会 

 
4－2 適用区分 

① Ｌ型側溝に取付ける街きょ桝は、補修等既設の桝や管渠との関連でやむを得ない場合を

除き、原則として広島市型街きょ桝を使用するものとする。 

その他の場合の街きょ桝及び集水桝には、国土交通省標準設計を使用する。 
② 広島市型街きょ桝は、幹線用及び準幹線用があり、道路幅員による使用区分は次のとお

りである。 

道路幅員 8.0ｍ未満の道路・・・・準幹線用 

道路幅員 8.0ｍ以上の道路・・・・幹線用 

なお、道路幅員 8.0ｍ以上の道路の場合でも、路肩の関係で L型側溝のエプロン幅を 40cm

とする場合は準幹線用を使用する。 

③ 広島市型街きょ桝の桝蓋は、原則として幅員 8.0ｍ未満の場合は鉄板巻蓋、幅員 8.0ｍ以

上の場合はグレーチング蓋とする。 

④ 国土交通省標準設計の排水桝の収録範囲は、表 4－2 のとおりである。構造寸法の選定

は、街きょ・集水桝に取り付く側こう類またはパイプ類の大きさから決めればよい。 

⑤ ふたは、側面に鋼製プレートを用いたコンクリート製として標準化しているが、利用に

当たっては次のように考えればよい。 

街きょ桝 

 鋼製プレートによるコンリート製蓋（標準化） 

 鋼製グレーチング蓋（使用目的に応じた荷重に耐えるもので、固定方

法は、ボルト固定を原則とする※1。なお、ふた掛部の構造は、図 3－

4（第３章参照）によって変更を行う必要がある。） 

集水桝 
（自動車の影

響のない所） 

 縞鋼板等によるふた（使用目的に応じた荷重に耐えるもの） 

 ふたなし 

※1 路肩部については、ボルト固定又はピン方式を原則とする。 
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表 4－2 排水桝の使用区分 

分 類 使 用 区 分 
型式の 

呼び名 
構   造 

街きょ桝 

ふたにＴ荷重相

当の影響を考慮

する場合 

G1 型 

（ふた:GC 型） 

 

 

 

 

集水桝 

ふたにＴ荷重相

当の影響を考慮

しない場合 

G2 型 
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4－3 使用上の注意事項 

① 底版上面からの流出パイプの高さは、現場の状況に合わせて決定されるが、その高さは

図 4－1 に示すように 15 ㎝程度以上確保するのが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－1 流出パイプの高さ 

 

② 維持管理のための昇降金具は、必要に応じて設置するものとする。なお、昇降金具は、

原則として広島市規格足掛け金物を使用すること。 

③ 街きょ桝の設置間隔は、20～30ｍ程度が望ましい。 

④ 基礎材の使用材料は、現場の状況により適切なものを用いることとするが、原則クラッ

シャラン（RC-40）とする。厚さは「第３章 側溝類」の「表 3－6 基礎厚」を参照のこ

と。 

⑤ 街きょ桝の流出パイプは、下水道の取付管工を参照のこと。 
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第５章 パイプカルバート 

パイプカルバートは、道路の下にある水路などの空間を得るために盛土あるいは現地盤内

に設けられる構造物である。 
 
5－1 参考基準類 

本章は表 5－1の基準類を参考としている。設計に当たっては、これらの基準類等に基づ

いて行うこと。なお、参考基準類が改訂された場合、改訂された指針類に従うものとする。 

表 5－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所等 

国土交通省制定 土木構造物標準設計

第 1巻の手引き（側こう類・暗きょ類） 
H12.9 (一社) 全日本建設技術協会 

道路土工－カルバート工指針 H22.3 (公社)日本道路協会 

道路土工要綱 H21.6 (公社)日本道路協会 

 

5－2 適用区分 

道路改良工事等において、主に道路排水を目的として設置する場合は、国土交通省標準設

計を使用する。下水道工事の場合は、「第２編 下水道編」を参照のこと。 

(1) 管の種類 

管の種類は、JIS A 5372に規定される遠心力鉄筋コンクリート管の外圧管および JIS A 

5373のプレストレストコンクリート管について標準化している。 

(2) 設計 

パイプカルバートの基礎形式は、突出型および溝型の別、土かぶり、土質およびパイプ

の管種によってパイプカルバート基礎形式選定図により決定する（図 5－1 参照）。なお、

基礎形式選定図は図参 5－2～図参 5－4「パイプカルバートの基礎形式選定図」を参照の

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－1 パイプカルバートの設計フロー 

基礎形式選定図の選定 

土かぶり・管径 

ＲＣ管の基礎角 ＰＣ管の基礎角 

両者の経済比較 
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パイプに作用する土圧は、パイプの設置される状態により異なるので、次の二通りにつ

いて検討する。 

1) 突出型 

図 5－2(a)に示すように管を直接地盤又は良く締め固められた地盤上に設置し、その上

に盛土をする形式をいう。なお、溝を掘って管を埋設しても図 5－3(a)に示すように溝幅

が管の外径の 2 倍以上ある場合や、図 5－3(b)に示すように原地盤からの土かぶり ha が

溝幅の 1／2以下の場合は、突出型とする。 

2) 溝型 

溝型とは、図 5－2(b)に示すように自然地盤またはよく締め固まった盛土に溝を掘削し

て埋設する型式であり、プレローディングを行い長期間放置した盛土を掘削して管を設置

する場合も溝型とする。 

なお、矢板使用の有無により設計条件が異なるため、矢板を使用する場合については、

日本下水道協会規格「JSWAS A－1（下水道用鉄筋コンクリート管）」の土圧算定式等を参

考に検討されたい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

図 5－2 埋設形式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－3 溝を掘って管を埋設しても突出型とする場合 

 

 

(a) 突出型 (b) 溝型 

(a) 溝が広い場合(Bd≧2Bc) 

または hが Bd／2以下の場合 

(b) haが Bd／2 

以下の場合 
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(3) 管径の決定 

1) 通水断面の決定 

管内の最大流量は、マニング式により求め、パイプカルバート流量線図としてまとめら

れており、現場の降雨量や集水面積から設計流量が求められれば、これと管渠設置勾配に

よって管径が決定できる。流量計算式は次式のとおりである。 
 

マニング式 

V = 1
ｎ
・𝑅𝑅2 3� ・𝐼𝐼1 2�  

Q = A・V 

 

ここに、Q：流量（㎥／ｓ） 

V：流速（ｍ／ｓ） 

n：粗度係数（0.013） 

R：径深（A／P ）（m）〔P：:潤辺長（ｍ）〕 

I：勾配 

A：断面積（㎡） 

 
2) 断面の決定 

パイプカルバートの断面の決定は、設計流量の 2割増しの流量が通水可能となるように

設計すること。また、土砂などの混入が予想される場合には、さらにある程度の余裕を見

込むこと。雨水流出量の計算は、「第３章 側溝類」を参照のこと。 

なお、道路横断排水の場合は、維持管理の面から流量がわずかであっても管径 600mm以

上、特に高い盛土の場合 1000mm 以上とするのが望ましい。 

 
5－3 設計上の注意事項 

① 全巻（360°固定基礎）パイプカルバートの管種は、遠心力鉄筋コンクリート管の 1種管

を使用する。 

② 標準設計は、縦方向（パイプカルバートの延長方向）の設計について考慮していないの

で、延長が長い場合や基礎地盤の支持力が不足し不同沈下の恐れのある場合は、ベースコ

ンクリートに鉄筋を挿入したり、くいを設けるなどの補強を行なう必要がある。 

③ パイプカルバートの呑口、吐口部の翼壁は、「道路土工－カルバート工指針」を参考にし

て現場条件に合わせて別途設計する必要がある。 

④ 急勾配の水路では、管基礎への浸透等を防ぐために止水壁を設けるのが一般的である。

止水壁の深さ hは図 5－4に示す h’以上を標準とする。 
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図 5－4 止水壁の構造 

▽ H.W.L

コンクリート基礎

止水壁 

30cm 
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図参5－1 パイプカルバート－P１～P4型の流量線 
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図参5－2 パイプカルバートの基礎形式選定図 

（突出型：コンクリート基礎，粘性土） 
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図参5－3 パイプカルバートの基礎形式選定図 

（突出型：コンクリート基礎，砂質土） 
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図参5－4 パイプカルバートの基礎形式選定図 

（溝型：コンクリート基礎） 
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第６章 舗装工 

6－1 参考基準類 

本章は表 6－1の基準類を参考としている。設計に当たっては、これらの基準類等に基づい

て行うこと。なお、基準類が改訂された場合、改訂された基準類に従うものとする。 

表 6－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所 

舗装の構造に関する技術基準・同解説 Ｈ13.9 (公社)日本道路協会 

舗装設計施工指針 Ｈ18.2 〃 

舗装設計便覧 Ｈ18.2 〃 

舗装施工便覧 Ｈ18.2 〃 

道路構造令の解説と運用 Ｈ27.6 〃 

6－2 適用区分 

① 本章における設計基準は、原則として舗装の新設、改築および大規模修繕に適用される。

地下埋設物の施工に伴う補修等は、原形復旧を原則とし、既設舗装構成にもとづいて道路

管理者と協議した上で決定すること。

② 本章での設計条件は、一般的な状況における標準設計であり、道路の性格、地域的条件、

施工性、維持補修及び経済性等の諸条件について十分検討し、舗装工種、種類および構成

を決定すること。

6－3 舗装の設計の流れ 

舗装の設計にあたっては、主たる用途を勘案したうえ、交通の安全性、円滑性、快適性

環境の保全と改善等の観点から、どのような機能を有する舗装を築造するかを明らかにす

る必要がある。特に、道路の区分、ライフサイクルコスト、信頼性および環境の保全と改

善は、設計期間、舗装の性能などの目標等を設定する際に考慮すべき基本的な事項である。

これらの設計に必要な基本事項を踏まえた上で、以下の三つの段階に大別される検討作

業を行なう。

図 6－1に一般的な舗装の設計の流れを示す。

① 設計条件の設定

② 路面設計

③ 構造設計
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図 6-1 舗装の設計の流れ 

出典：舗装設計便覧 P13 

 

経済性評価： 

代替案との比較 

経済的か？ 

考慮すべき条件 

・ 道路の区分 
・ ライフサイクルコスト 
・ 信頼性 
・ 環境の保全と改善 

対象とする舗装 

 

※ 設計するに当たって

必要な基本事項 

設計条件の設定 

・ 設計期間 
・ 舗装計画交通量 
・ 舗装の性能指標 

路面設計 

・ 要求性能の整理 
・ 路面性能指標の設定 
・ 表層材料・厚さの決定 

アスファルト舗装 

の構造設計 

・ 経験に基づく設計方法 
・ 新設 
・ 補修 

・ 理論的設計方法 
 

コンクリート舗装 

の構造設計 

・ 経験に基づく設計方法 
・ 新設 
・ 補修 

・ 理論的設計方法 
 

各種の舗装の構造設計 

・ 橋面舗装 
・ トンネル内舗装 
・ 岩盤上の舗装 
・ ﾌﾙﾃﾞﾌﾟｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 
・ コンポジット舗装 
・ ブロック系舗装 
・ 透水性舗装 
・ 瀝青路面処理 
・ 歩道及び自転車道等の

舗装 

周辺施設の設計 

舗装構成の決定 

舗装の施工 

 

データの収集と設計への反映 

YES 

NO 
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6－4 アスファルト舗装の設計 

(1) 舗装の構成 

アスファルト舗装の基本的な構成は図 6－2のとおりである。 

 

図 6-2 アスファルト舗装の一般的な構成 

出典：舗装設計便覧 P8 

 

(2) 設計条件の設定 

舗装設計の基本的な目標として、設計期間、舗装計画交通量、舗装の性能指標およびそ

の値を設定する。 

1) 設計期間 

路面の設計期間、舗装の設計期間ともに 10年を標準とするが、都市部の幹線道路や交通

量の特に多い交差点部など、舗装工事が交通に及ぼす影響の大きい路線は 20 年にするな

ど、道路管理者で適宜判断して設計を行うこと。 

① 路面の設計期間 

路面の設計期間は、交通に供する路面が塑性変形抵抗性、平坦性などの性能を管理上

の目標値以上に保持するよう設定するための期間で、道路交通や沿道環境に及ぼす舗装

工事の影響、当該舗装のライフサイクルコスト、利用できる舗装技術等を総合的に勘案

して道路管理者が適宜設定する。通常、舗装の設計期間と同じか、または短く設定する。 

② 舗装の設計期間 

舗装の設計期間は、交通による繰返し荷重に対する舗装構造全体の耐荷力を設定する

ための期間であり、疲労破壊によりひび割れが生じるまでの期間として路面設計期間と

同様に道路管理者が適宜設定する。 

2) 舗装計画交通量 

普通道路における舗装計画交通量は、舗装の設計期間内の大型自動車の平均的な交通量

のことであり、道路の計画交通量、自動車の重量、舗装の設計期間等を考慮して道路管理

者が定める。なお、本章では平成 15年 7月の「道路構造令の一部改正」により導入された

「小型道路」については対象としていないので、別途「舗装設計便覧」等を参考に設計を

行うこと。 

表層 

上層路盤 

基層 

下層路盤 

構築路床 

路床（原地盤） 

路体 

舗装 
路盤 

路床 
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3) 舗装の性能指標 

舗装の性能指標は、道路利用者や沿道住民によって舗装に要求されるさまざまな機能に

応えるために性能ごとに設定する指標をいう。図 6－3に性能指標の例を示す。 

 

路面の機能 路面への具体的なニーズ 

 

路面の要件 

 

舗装の性能 性能指標 

安全な交通

の確保 

視距内で制動停止できる すべらない すべり抵抗性 すべり抵抗値 

車両操縦性がよい 

ハイドロプレーニング現象がない  

 わだち掘れが小さい  

塑性変形抵抗性 塑性変形輪数 

水はねがない 磨耗抵抗性 すり減り量 

路面の視認性がよい 骨材飛散抵抗性 ねじれ抵抗性 

 

円滑な交通

の確保 
疲労破壊していない 

 

明るい 

 

明色性 輝度 

  

ひび割れがない 疲労破壊抵抗性 疲労破壊輪数 
 

快適な交通

の確保 

乗り心地がよい 
  

平たんである 
平たん性 平たん性 

荷傷みがしない 

 

水はねがしない 
 

透水する 透水性 浸透水量 

 

環境の保全

と改善 

沿道等への水はねがない 

 

地下水を涵養する 
 

騒音が小さい 騒音が小さい 

 

騒音低減 騒音値 

振動が小さい 振動が小さい 振動低減 振動レベル 

路面温度の上昇を抑制する 路面温度が低い 路面温度低減 路面温度低減値 

図 6－3 車道および側帯の舗装における性能指標の例 

出典：舗装設計便覧 P28 

 

舗装の性能指標の値は、原則として施工直後の値とするが、必要に応じて供用後一定期

間を経た後の値を設定することもできる。 

これらの性能指標のうち、疲労破壊輪数、塑性変形輪数および平坦性は舗装の必須の性

能指標であり、路肩全体やバス停等を除き必ず設定する。 

また、浸透水量、騒音値およびすべり抵抗値などの指標は、それぞれ必要に応じて設定

すること。 

① 疲労破壊輪数 

普通道路の疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じて表 6－2 に示す値以上で設定す

る。なお、舗装の設計期間が 10年以外の場合は、表に示される疲労破壊輪数に当該設計

期間の 10年に対する割合を乗じた値以上とする。なお、橋、高架道路、トンネルその他
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これらに類する構造の道路における舗装等舗装以外の構造と一体になって耐荷力を有す

る場合は、本表によらずに設定することができる。 

表 6－2 疲労破壊輪数の基準値（普通道路、標準荷重 49kN） 

出典：舗装設計便覧 P30 

交通量区分 
舗装計画交通量 

（単位：台／日・方向） 

疲労破壊輪数※ 

（単位：回／10 年） 

N7 3,000 以上 35,000,000 

N6 1,000 以上 3,000未満 7,000,000 

N5 250以上 1,000未満 1,000,000 

N4 100以上 250 未満 150,000 

N3 40 以上 100未満 30,000 

N2 15 以上 40未満 7,000 

N1 15 未満 1,500 

※ 舗装路面に 49kN の輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装に疲労破壊によるひび

割れが生じるまでに要する回数。 

 

② 塑性変形輪数 

普通道路の塑性変形輪数は、道路の区分と舗装計画交通量に応じて表 6－3に示す値以

上で設定する。なお、舗装の設計期間が 10年以外の場合は、表に示される疲労破壊輪数

に当該設計期間の 10 年に対する割合を乗じた値以上とする。但し、積雪地域に存する道

路、近い将来に路上工事が予定されている道路、その他特別な理由によりやむを得ない

場合においてはこの限りではない。 

表 6－3 塑性変形輪数の基準値（普通道路、標準荷重 49kN） 

出典：舗装の構造に関する技術基準 

区分 
舗装計画交通量 

（単位：台／日・方向） 

塑性変形輪数※ 

（単位：回／mm） 

第 1種、第 2種、第 3 種第 1 級

および第 2級、第 4種第 1級 

3,000 以上 3,000 

3,000 未満 1,500 

その他  500 

※ 表面温度が 60℃の舗装路面に 49kN の輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路

面が下方に 1mm変位するまでに要する回数。 

 

③ 平坦性 

舗装の施工直後の平坦性は、2.4mm以下で設定するが、沿道の環境保全(振動・騒音)へ

の要求などを考慮して適切な値を設定する。 

④ 浸透水量 

排水性舗装、透水性舗装など雨水を路面下に浸透させることができる舗装構造におけ

る施工直後の浸透水量は、道路の区分に応じ、表 6－4 に示す値以上で設定する。但し、

積雪寒冷地に存する道路、近い将来に路上工事が予定されている道路、その他特別な理
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由によりやむを得ない場合においてはこの限りではない。 

表 6－4 浸透水量の基準値（普通道路、小型道路） 

出典：舗装の構造に関する技術基準 

区分 浸透水量（単位：ml／15s） 

第 1種、第 2種、第 3 種第 1 級

および第 2級、第 4種第 1級 
1,000 

その他 300 

 

4) 信頼性 

信頼性は、舗装が設定された設計期間を通して破壊しない確からしさのことであり、そ

の場合の破壊しない確率を信頼度という。信頼度は、道路管理者が設計対象とする道路の

ネットワーク上の路線の重要度や交通の状況から見た維持修繕の難易さを勘案した上で舗

装のライフサイクルコストを検討して設定する。 

信頼度の設定については、下記の例を参考にすること。 

① 一般的なサービスレベルを要求される道路にあっては、所定の舗装計画交通量に対応

した設計を行い、信頼度 50％を用いる。 

② 設計期間内での予期せぬ舗装の疲労破壊が与える影響が大きい道路にあっては、信頼

度 75％または 90％を用いる。 

 

(3) アスファルト舗装の路面設計 

路面設計では、「(2)設計条件の設定」で設定された路面の性能指標の値を満足するよう

に、路面を形成する層（一般には表層）の材料、工法、層厚を決定する。具体的な手順を図

6－4に示す。 

図 6－4 路面設計の流れ 

出典：舗装設計便覧 P39 

 

路面の要求性能の整理 

路面設計条件の設定 

表層（基層）に使用する材料・工法と厚さの決定 

構造設計 

（路面の性能の構造設計への影響確認） 

（路面設計） 
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1)  表層（基層）材料および厚さの決定 

アスファルト混合物の主な種類は、表 6－5に示すものを標準とする。 

表 6－5 アスファルト混合物の種類 

出典：舗装施工便覧 P94 

使用層 一般地域 積雪寒冷地域 

基層 ①粗粒度アスファルト混合物（20） 

表層 

②密粒度アスファルト混合物(20,13) 

③細粒度アスファルト混合物(13) 

④密粒度ギャップアスファルト混合物(13) 

⑤開粒度アスファルト混合物(13) 

⑥密粒度アスファルト混合物 

⑦細粒度ギャップアスファルト混合物(13F) 

⑧細粒度アスファルト混合物(13F) 

⑨密粒度ギャップアスファルト混合物(13F） 

⑩ポーラスアスファルト混合物(20,13) 

[注1]  （ ）内の数字は最大粒径を表す。 

[注2]  Fはフィラーを多く使用していることを示す。 

[注3]  粒度が不連続なものをギャップアスファルト混合物という。 

[注4]  ここでいう積雪寒冷地域は、タイヤチェーン等による磨耗が問題になる地域のことである。 

[注5]  開粒度アスファルト混合物（13）は、すべり止め舗装として車道に用いられたり、歩道の透水性舗

装に用いられたりする。 

 

表層混合物の種類と特性および主な使用箇所は、表 6－6のとおりである。 

表 6－6 表層用混合物の種類と特性および使用箇所 

出典：舗装施工便覧 P95 

アスファルト混合物 

特性 主な使用箇所 

耐

流

動

性 

耐

摩

耗

性 

す

べ

り

抵

抗

性 

 

耐

水

性

・

耐

ひ

び

割

れ 

透

水

性 

一

般

地

域 

積

雪

寒

冷

地

域 

急

勾

配

坂

路 

②密粒度アスファルト混合物(20,13)      ※  ※ 

③細粒度アスファルト混合物(13) △   ○  ※   

④密粒度ギャップアスファルト混合物(13)   ○   ※  ※ 

⑤密粒度アスファルト混合物(20F,13F) △ ○     ※  

⑥細粒度ギャップアスファルト混合物(13F) △ ○  ○   ※  

⑦細粒度アスファルト混合物(13F) △ ○  ○   ※  

⑧密粒度ギャップアスファルト混合物(13F） △ ○ ○    ※ ※ 

⑨開粒度アスファルト混合物(13)  △ ○  ○ ※   

⑩ポーラスアスファルト混合物(20,13) ○ △ ○  ○ ※ ※  

[注6]  特性欄の○印は、②密粒度アスファルト混合物を標準とした場合、これより優れていることを、無

印は同等であることを、△印は劣っていることを示す。 

[注7]  △印の場合、その特性を改善するために改質アスファルトを使用することもある。 

[注8]  主な使用箇所の※印は、使用実績の多い地域、場所を示す。 

[注9]  ⑥細粒度ギャップアスファルト混合物(13F)は磨耗層として、また、⑦細粒度アスファルト混合物

(13F)は磨耗層や歩行者系道路舗装の表層として用いられることもある。 

[注10]  ⑩ポーラスアスファルト混合物(20,13)は、排水性舗装や低騒音舗装、車道の透水性舗装の表層あ

るいは表・基層に用いられる。 
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※ アスファルト混合物の耐流動性を示す指標。単位は回／mm。ホイールトラッキング試

験において、供試体が 1mm変形するのに要する車輪の通過回数で表す。 

2)  加熱アスファルト混合物に対する特別な対策 

大型交通量の多い道路では、路面にわだち掘れが生じやすいので、耐流動性を向上させ

たアスファルト混合物を表層または表・基層に使用する。対流動化対策は、アスファルト

混合物に動的安定度（DS）※を設定し、その塑性変形特性を評価することによって行う。 

一般的には、アスファルト混合物にポリマー等を加えて、石油アスファルトの性状を改

善した改質アスファルトを使用することにより対応するが、場合により、その他の対策を

採用することもある。表 6－7に改質アスファルトの種類と使用目的の目安を示す。 

 

 

 

 

表 6－7 改質アスファルトの種類と使用目的の目安 

出典：舗装施工便覧 P20 

要求性能項目のうち、塑性変形輪数 1,500 以上必要となっている路線（表 6－3参照）

については、改質アスファルトの使用など、耐流動対策を講じることを原則とする。 

特に大型車交通量が多いところでは、表層だけでなく、基層まで含めた耐流動化策を検

討する。また、表層と基層の DSに極端な差がある場合は、ひびわれの原因となることが

知られており、必要に応じて基層にも対策が必要である。 

なお、耐流動化には、排水性舗装（ポーラスアスファルト混合物）も有効であるため、

その他の要求性能やライフサイクルコストも踏まえたうえで、使用を検討すること。 

排水性舗装についての仕様は、「6－5各種舗装の構造設計」で記載しているので参照の

こと。 

参考として、表 6－8に舗装計画交通量と表層・基層の混合物の使用例を示す。 

Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 H型

付加記号
Ⅲ型

―W

Ⅲ型

―WF

H型

―F

◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ○ ○ ○ ○

摩耗抵抗性     ◎ ◎ ○ ○ ○

骨材飛散抵抗性 ○ ◎

耐水性 ○ ○ ◎

たわみ小 ○ ○ ◎ ◎（基層）

たわみ大 ◎ ◎（基層）

◎ ◎

付加記号の略字　W:耐水性（Water resistance）　F:可撓性（Flexibility）

凡例　◎：適用性が高い　○：適用は可能　無印：適用は考えられるが検討が必要

橋面

(鋼床版)
たわみ追従性

排水性（透水性）  

一般的な箇所 

大型車交通量が多い箇

所

大型車交通量が著しく

多い箇所及び交差点

積雪寒冷地域

橋面

（コンクリート床版）

密粒度、細粒度、粗粒度等の混合物に用

いることが多い。Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型はポ

リマーの添加量が異なる。

混合物機能

塑性変形抵抗性

適用混合物

主な

適用箇所

ポリマー改質アスファルト
種 類

セミブローン

アスファルト

硬質アス

ファルト

ポーラスアス

ファルト混合物

に用いられる。

ポリマーの添加

量が多い改質ア

スファルト

密粒度や粗粒度

混合物等に用い

られる、塑性変

形抵抗性を改良

したアスファル

ト

グースア

スファル

ト混合物

に使用さ

れる
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表 6－8 【参考】舗装計画交通量と使用アスファルト混合物 

交通量

区分 

舗装計画交通量 
（台／日・方向） 

表層 基層（中間層） 

混合物の種類 
目標 DS 

（回／mm） 
混合物の種類 

目標 DS 

（回／mm） 

N1～N5 1,000未満 
密粒度 As 

（ストアス） 
500以上 

粗粒度 As 

（ストアス） 
- 

N6 
1,000以上 

3,000未満 

密粒度 As 

（改質Ⅰ型） 
3,000以上 

粗粒度 As 

（改質Ⅰ型） 
3,000以上 

N7 3,000以上 
密粒度 As 

（改質Ⅱ型） 
5,000以上 

粗粒度 As 

（改質Ⅱ型） 
5,000以上 

〔注 1〕本表は一例であり、実際に使用する混合物は、路線の要求する性能指標等に基づき適切

に判断すること。また、地域のアスファルトの混合物の品質、流通状況を確認の上決定

すること。    

〔注 2〕特に指定のない限り、「広島市建設リサイクル推進要綱」および「再生資材使用指針」に

基づき、再生資材を使用することを原則とする。但し、N7の表層については、新材の使

用を標準とする。 

〔注 3〕舗装計画交通量 1,000未満について、基層を施工しない場合は表層のみを参照すること。 

〔注 4〕一般土工部についての設計事例であり、橋面など特殊な箇所の舗装は別途考慮する。 

  

(4) アスファルト舗装の構造設計 

アスファルト舗装の構造設計方法は、経験に基づく設計方法と理論的設計方法に大別さ

れるが、経験に基づく設計方法の主たる手法である、ＴA法により行うことを基本とする。

具体的な手順を図 6－5に示す。 

なお、道路構造令における「小型道路※」については、設計条件が異なるので、別途「舗

装設計便覧」等を参考に設計を行うこと。 

 

※ 小型自動車（普通乗用車と小型貨物等一定規模の車両）のみの通行を目的とする道路およ

び道路の部分をいい、それ以外の道路を普通道路という。  

  

 アスファルト舗装工の構造設計は原則ＴA法により行う。 
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図 6－5 ＴA法による構造設計の具体的な手順 

出典：舗装設計便覧 P63 

路床の構築 

設計 CBRの決定 

目標とする TAの決定 

理論的設計法 

 
目標とする TA
を満足するか 

 構築路床を設ける 

 寒冷地域か 

構造決定 

YES 
NO 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

路床支持力の評価  

置換え深さ Z 

各層厚さの決定、 
TAの計算 

各層の使用材料の選択 

疲労破壊輪数  

信頼度  

 TA法による設計か 

  経済的な断面か 

  
設計 CBR 
は妥当か 

舗装計画交通量 

  Z＞H’ 

設計 CBRの計算 

凍上抑制層厚 Z－H’ 

  
設計 CBRを
変更するか 

NO 

  経済的な断面か 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 
NO 

YES 

YES 

凡例 

TA：必要等値換算厚 

TA’：設定した断面の等値換算厚 

H’：設定した断面の舗装厚 

Z：必要置換え深さ 

各層の最小厚さ 
現場条件 

YES 
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1)  路床の設計 

路床の設計は、路床土の調査および路床の評価結果にもとづき、構築路床の厚さと支持

力などを設計することを言う。その設計手順を図 6－6に示す。 

図 6－6 路床の設計手順 

出典：舗装設計便覧 P69 

  

路床土の調査、路床支持力の評価 

排水構造、凍結・融解等 

路床環境の検討 

構造断面上の 

制限があるか 

舗装構成の設定 

設計 CBR の算定 

設計 CBRの決定 

 設計 CBR は妥当か 

 構築路床を設けるか 

 舗装構成は妥当か 

舗装構成の設定 

YES 

NO 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 
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1)  路床の評価 

設計 CBR は、予備調査および現況路床の CBR試験の結果により決定する。 

CBR試験は同一の舗装厚で施工する区間について、各 3箇所以上行うのが望ましい。 

なお、路床が深さ方向に異なるいくつかの層をなしている場合は、式（6.1）を用いて

求まる値（CBRm）とする。路床厚さは 100cm を用いる。 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 ＝ �
ℎ1𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1

1/3 + ℎ2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2
1/3 + ⋯ℎ𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛

1/3

ℎ
�
3

 

 

ここに CBRm ： m 地点の CBR 
CBR1，CBR2，･･･CBRn ： m 地点の各層の CBR 
h1，h2，･･･hn ： m 地点の各層の厚さ(cm) 

h1+h2+･･･hn = h   

 

この区間内にある CBRmのうち、極端な値を除いて式（6.2）により区間内の CBRを求め

る。 

 

区間の CBR 

＝各地点の CBRの平均値－各地点の CBRの標準偏差（σn-1） ･･･式（6.2） 

 

設計 CBR は区間の CBR から表 6－9により求める。 

また、表 6－10に路床の評価上の留意点を示す。 

 

表 6－9 区間の CBRと設計 CBRの関係 

出典：舗装設計便覧 P70 

区間の CBR 設計 CBR 

（2以上 3未満） 

3以上 4未満 

4以上 6未満 

6以上 8未満 

8以上 12未満 

12以上 20未満 

20以上 

(2) 

3 

4 

6 

8 

12 

20 

[注]（ ）は、打換え工事などで既存の路床の設計

CBR が 2 であるものの、構築路床を設けること

が困難な場合に適用する。 

 

 

  

･･･式（6.1） 
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表 6－10 路床の評価上の留意点 

出典：舗装設計便覧 P71 

条件 類意点 

路床が深さ方向にいくつかの
層をなしており、厚さ 20cm 未
満の層がある場合 

厚さ20cm未満の層は CBRの小さいほうの層に含めて計算し
て CBRｍを求める。 

CBR が 3 未満の現状路床を改
良して構築路床を設ける場合 

改良厚さは、一般的な作業のできる路床の安定処理の場合
は 30～100cm の間で、十分な締固め作業ができないような非
常に軟弱な現状路床での安定処理や置換工法による場合は
50～100cm の間で設定する。 

CBR が 3 未満の現状路床を改
良した場合の CBR設定方法 

・改良した層厚から 20cm 減じたものを有効な構築路床の層
として扱う。 

・改良した層の下から 20cm の層は、安定処理の場合、安定処
理した層の CBRと現状路床土の CBRとの平均値をその層の
CBR とする。置換えの場合は現状路床土と同じ CBR として
計算を行う。 

・CBR が 3 以上の現状路床を改良して構築路床を設ける場合
は、このような低減を行わなくてよい。 

改良した層の CBRの上限 ・改良した層の CBRの上限は 20 とする。 
・自然地盤の層については、CBR の上限は設けない。 

置換材料の CBR ・置換材料の CBR は、本来、設計 CBRを求める際の CBR 試験
によって評価を行う。 

・良質な盛土材料や砕石等の粒状材料を使用する場合、その
材料の修正 CBR によって評価してよい。この場合、施工基
盤となる現状路床部分の状態によって作業性が左右され
ることから、修正 CBR を求めるための所要の締固め度は、
使用する箇所で実際に確保できるものでなければならな
い。 

・一般に、置換材料の修正 CBRを求める場合の所要の締固め
度は、90％とする。なお、修正 CBR が 20を超える場合は、
20 として評価する。 

CBRｍの計算 ・CBRｍの計算は、通常、路床が上部ほど高い CBR を示してい
る場合に適用することができる。 

・路床の上部に下部と比べ極端に弱い層がある場合には、舗
装構造はこの影響を受けることになるので、CBRｍを用い
てはならない。 

・このような場合には全層が弱い層でできていると考えられ
るか、またはその層を安定処理するか良質な材料で置き換
えて計算を行う。 

設計 CBR の設定 ・舗装構造を短区間で変えることは、施工が繁雑となるので
好ましくない。舗装構造は少なくとも 200ｍの区間は変え
ないように設計することが望ましい。 

区間の CBRの設定 (例) 
・ある区間で７地点の CBRｍを求めたら、4.8、3.9、4.6、5.9 、
4.8、7.0、3.3であった。 

・これらの平均値は 4.9、標準偏差を(σn-1)は 1.2であるか
ら、この区間の CBRは、4.9－1.2＝3.7 となる。 

データの確認と判断 ・路床の土質が同一の区間で、極端な値が得られた地点では
試験法などに誤りがなかったかどうかを確認する。 

・極端な値として棄却する必要があるか、あるいは局所的に
改良する必要があるか、またはその付近の舗装厚を変える
必要があるかなどを判断しなければならない。 

・極端な値を棄却してよいかどうかの判断には、表 6－11を
利用するとよい。 
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表 6－11 棄却判定に用いるγ（n，0.05）の値 

出典：舗装設計便覧 P72 

n 3 4 5 6 7 8 

γ（n，0.05） 0.941 0.765 0.642 0.560 0.507 0.468 

n 9 10 11 12 13 14 

γ（n，0.05） 0.437 0.412 0.392 0.376 0.361 0.349 

n 15 16 17 18 19 20 

γ（n，0.05） 0.338 0.329 0.320 0.313 0.306 0.300 

 

（例 1）最大値が極端に大きい場合の検定 

ある区間内の 6地点で得られた路床上の CBRmを、小さいほうから X1，X2…の順

に並べると次のようであった。この場合の nは 6である。 

（4.4，4.8，5.2, 5.5, 6.2, 12.2） 

γ＝
𝑋𝑋𝑛𝑛 − 𝑋𝑋𝑛𝑛−1
𝑋𝑋𝑛𝑛 − 𝑋𝑋1

=
12.2 − 6.2
12.2 − 4.4

= 0.77 > 0.560 = γ（6 , 0.05） 

よって 12.2 は棄却し、区間の CBRは 5.2－0.7＝4.5となる。 

（例 2）最小値が極端に小さい場合の検定 

路床上の CBRmの 5個の測定値を、小さいほうから X1，X2…の順に並べると次の

ようであった。この場合の nは 5である。 

（2.4, 4.3, 4.7, 4.8, 5.2） 

γ＝
𝑋𝑋2 − 𝑋𝑋1
𝑋𝑋𝑛𝑛 − 𝑋𝑋1

=
4.3 − 2.4
5.2 − 2.4

= 0.678 > 0.642 = γ（5 , 0.05） 

よって 2.4は棄却し、区間の CBRは 4.8－0.4＝4.4となる。 

 

2)  構築路床の設計 

構築路床の設計とは、目標とする路床の支持力を設定し、路床改良の工法選定を行うほ

か、その支持力を設計期間維持できるよう排水構造や凍結融解に対する対応を行うこと

をいう。構築路床は、以下に示すように舗装の設計・施工の効率向上等の点から合理的で

あると認められた場合、現状路床の改良を積極的に行うこと。 

① 路床の設計 CBRが 3未満の場合 

② 路床の排水や凍結融解に対する対応策を取る必要がある場合 

③ 道路の地下に設けられた管路等への交通荷重の影響の緩和対策を必要とする場合 

④ 舗装の仕上がり高さが制限される場合 

⑤ 路床を改良したほうが経済的な場合 

なお、構築路床の設計に関する留意点を表 6－12に示す。 
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表 6－12 構築路床の設計に関する留意点 

出典：舗装設計便覧 P73 

項 目 留 意 点 

設計手順 路床の設計における構築路床を設ける場合の設計手順は図 6－6 の

枠内に示すとおりである。 

一定区間の舗

装断面を同一

とする 

 路床の支持力が比較的短い延長で変化している場合、一定区間の舗

装断面を同一としたほうが施工面から考えても舗装の均一な品質が

得られ、また、供用性にも寄与すると判断される場合に構築路床を設

けることがある。 

排水対策  軟弱な路床の場合には排水構造によって舗装全体の耐久性に大き

く影響することがあるので、十分な検討が必要である。 

 さらに、凍結融解等による影響をできるだけ排除するために必要な

路床の改良深さ、安定材等による路床の改良の程度も事前に調査して

おく。 

経済性  経済性の観点から構築路床を設ける場合、ライフサイクルコストを

考慮し設計を行う。 

目標設計 CBR  目標設計 CBRが設定されていない場合は、まず、適当な舗装構成を

設定する。 

 次に、路床の目標設計 CBRを算定し、その値を確保するために必要

な構築路床の厚さと支持力を求める。 

 その後、構築路床を設置する目的、施工性及び経済性などから設計

CBRの妥当性を検討する。 

路床支持力の

統一 

 地域により、路床の支持力の下限を統一しておくことが、設計およ

び施工上有利であると判断される場合には、その地域の路床の設計

CBRの目標を設定し、目標設計 CBRに満たない路床は目標に達するよ

うに改良することがある。 

 

(2) 舗装の構造設計 

1)  TA法の概要 

舗装の必須の性能指標である疲労破壊輪数を満足する構造設計方法として、舗装が設

計期間を通じて破壊しない確率として設定した信頼度に応じて、以下の式（6.3）により、

必要等値換算厚（TA）を設定する。 

信頼度 90%の場合 𝑇𝑇𝐴𝐴 = 3.84𝑁𝑁0.16

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶0.3  

 

信頼度 75%の場合 𝑇𝑇𝐴𝐴 = 3.43𝑁𝑁0.16

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶0.3  

 

信頼度 50%の場合 𝑇𝑇𝐴𝐴 = 3.07𝑁𝑁0.16

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶0.3  

 

ここに、TA : 必要等置換算厚（cm） 

N ： 疲労破壊輪数 

CBR： 路床の設計 CBR 

･･･式（6.3） 
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2)  舗装構成の決定 

舗装構成の決定は、従来用いられてきた実績のある断面を参考に、式（6.4）で求めた

舗装断面の等値換算厚（TA’）が、式（6.3）で求めた必要等値換算厚（TA）を下回らな

いことを確認する。 

なお、構造設計に当たっては、表 6－13 から表 6－14 に示す各層の最小厚さの規定を

満足する必要がある。 

𝑇𝑇𝐴𝐴′ = �𝑎𝑎𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

・𝑎𝑎𝑖𝑖 

ここに、TA’: 等置換算厚（cm） 

ai ： 舗装各層に用いる材料・工法の等値換算係数 

（表 6－16参照） 

hi ： 各層の厚さ（cm） 

n  ： 層の数 

 

表 6－13 表層と基層を加えた最小厚さ 

出典：舗装設計便覧 P77 

交通量区分 舗装計画交通量（台／日・方向） 表層と基層を加えた最小厚さ（cm） 

N7 3,000以上 20(15)〔注 1〕 

N6 1,000以上 3,000未満 15(10)〔注 1〕 

N5 250以上 1,000未満 10(5)〔注 1〕 

N4 100以上 250未満 5 

N3 40以上 100未満 5 

N2，N1 40未満 4(3)〔注 2〕 

〔注 1〕（ ）内は、上層路盤に瀝青安定処理工法およびセメント・瀝青安定処理工法を

用いる場合の最小厚さを示す。 

〔注 2〕交通量区分 N1,N2にあって、大型交通量をあまり考慮する必要がない場合は、

瀝青安定処理工法およびセメント・瀝青安定処理工法の有無によらず、最小厚

さは 3cm とすることができる。 

 

 

  

･･･式（6.4） 
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表 6－14 路盤各層の最小厚さ 

出典：舗装設計便覧 P78 

舗装計画交通量 40台／日・方向以上 

工法・材料 1 層の最小厚さ 

瀝青安定処理（加熱混合式） 最大粒径の 2倍かつ 5cm 

その他の路盤材 最大粒径の 3倍かつ 10cm 

舗装計画交通量 40台／日・方向未満 

工法・材料 1 層の最小厚さ 

粒度調整路盤、クラッシャラン 7cm 

瀝青安定処理（常温混合式） 7cm 

瀝青安定処理（加熱混合式） 5cm 

セメント・瀝青安定処理 7cm 

セメント安定処理 12cm 

石灰安定処理 10cm 

 

交通量区分 N1および N2の設計において、上層路盤と下層路盤の合計が 15cm 未満にな

る場合は、次のように設計する。 

① 設計 CBRが 6以上の場合 

上層および下層の区別をせずに路盤を同一の材料で設計し、表 6－15 の等値換算係数

をそのまま用いる。 

② 設計 CBRが 6未満の場合 

上層および下層路盤区別した 2層からなる設計とする。 

なお、過去の経験または試験施工から所定の品質を確保できることが確認されている

場合は上層路盤のみの設計としてよい。 
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表 6－15 舗装各層に用いる材料・工法の等値換算係数 

出典：舗装設計便覧 P79 

使用する層 材料・工法 品質規格 等値換算係数 a 

表層 

基層 

加熱アスファルト 

混合物 

ストレートアスファルトを使用 1.00 

上層路盤 瀝青安定処理 加熱混合：安定度 3.43kN以上 0.80 

常温混合：安定度 2.45kN以上 0.55 

セメント・ 

瀝青安定処理 

一軸圧縮強さ[7日] 1.5～2.9Mpa 

一次変位量[7日] 5～30 1/100cm 

残留強度率[7日] 65％以上 

0.65 

セメント安定処理 一軸圧縮強さ[7日]2.9MPa 0.55 

石灰安定処理 一軸圧縮強さ[10日]0.98MPa 0.45 

粒度調整砕石・粒度

調整鉄鋼スラグ 

修正 CBR80以上 0.35 

水硬性粒度調整鉄 

鋼スラグ 

修正 CBR80以上 

一軸圧縮強さ[14日]1.2MPa 

0.55 

下層路盤 クラッシャラン、 

鉄鋼スラグ、砂など 

修正 CBR30以上 0.25 

修正 CBR20以上 30未満 0.20 

セメント安定処理 一軸圧縮強さ[7日]0.98MPa 0.25 

石灰安定処理 一軸圧縮強さ[10日]0.7MPa 0.25 

〔注〕 

1.  表層、基層の加熱アスファルト混合物に改質アスファルトを使用する場合は、その強度に

応じた等値換算係数 aを設定する。（但し、本市では、改質アスファルトについても等値換算

係数 aは 1.0を用いることを標準としている。） 

2.  再生アスファルト混合所において製造された再生加熱アスファルト混合物および再生路

盤材混合所で製造された再生路盤材の等値換算係数も上記の数値を適用する。 

3.  排水性舗装に使用されるポーラスアスファルト混合物の等値換算係数は 1.0を用いる。 

 

3)  舗装の構造設計例 

① 一般的な使用材料 

一般的には、舗装の設計にあたり表 6－16 に示す材料を使用することを標準とする。

なお、特に指定のない限り、「広島市建設工事リサイクル推進要綱」および「再生資材使

用指針」に基づき、再生資材を使用することを原則とする。 

② プライムコートおよびタックコート 

舗装の施工にあたっては、路盤上（瀝青安定処理路盤除く）にプライムコート、アスフ

ァルト混合物層（瀝青安定処理路盤含む）上にタックコートを散布する。表 6－17 にそ

の種別と標準使用量を示す。 

ア）プライムコートの目的 

 粒状材料による路盤などの防水性を高め、その上に敷設するアスファルト混合物層

とのなじみをよくする。 

 路盤表面部に浸透し、その部分を安定させる。 
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 降雨による路盤の洗掘または表面水の浸透を防止する。 

 路盤からの水分の蒸発を遮断する。 

イ）タックコートの目的 

 新たに舗設する混合物層とその下層の瀝青安定処理層、中間層、基層との接着およ

び継ぎ目部や構造物との付着をよくする。 

 

表 6－16 一般的な舗装設計で各層に使用する材料 

使用する層 材料 種別・規格 

表層 

基層 

加熱アスファルト 

混合物 
「(3) アスファルト舗装の路面設計」による 

上層路盤 

瀝青安定処理 

（加熱混合） 
再生アスファルト安定処理材 

粒度調整砕石 
RM-40（1層の厚さが 12cm 以上のとき） 

RM-30（1層の厚さが 12cm 未満のとき） 

下層路盤 クラッシャラン 
RC-40（1層の厚さが 12cm 以上のとき） 

RC-30（1層の厚さが 12cm 未満のとき） 

 

表 6－17 タックコートおよびプライムコート 

種類 材料 
標準 

使用量 
適用箇所 

プライムコート 
アスファルト乳剤 

（PK-3） 
1.2 ℓ／㎡ 路盤面 

タックコート 

アスファルト乳剤 

（PK-4） 

0.4 ℓ／㎡ 

アスファルト舗装面 

およびコンクリート面 

ゴム入りアスファルト乳剤

（PKR-T） 

排水性舗装、橋面舗装等

層間接着力を特に高め

る必要がある場合 

 

6－2 各種舗装の構造設計 

(1) 排水性舗装 

排水性舗装は、雨水を路面下に速やかに浸透させ、路側あるいは路肩等に排水すること

を目的として、空隙率の高い多孔質なアスファルト混合物（ポーラスアスファルト混合物）

を表層、または、表層・基層に用い、下層に不浸透層を設け路盤以下へ水が浸透しない構

造とした舗装である。 

その特徴としては、雨天時の水はね防止、ハイドロプレーニングの防止、夜間や雨天時

の視認性の向上など車両走行の安定性を高める機能のほか、タイヤ路面騒音低減などの付

 排水性舗装の表層にはポーラスアスファルト混合物を使用する。 

 排水性舗装の雨天時の車両走行の安定性や、タイヤの路面騒音の低減等の特徴を

踏まえたうえで、必要な路線に適用する。 
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加的な効果もある。 

 

1)  適用箇所 

排水性舗装の特徴を踏まえ、以下の条件を満たす路線について、必要性やライフサイク

ルコスト等を総合的に検討のうえ、適用について判断すること。 

① 耐流動化対策が必要な路線で、あわせて雨天時の走行性や騒音に対する対策が効果的

と思われる路線。 

② その他、雨天時の走行性や騒音に対して、特に対応を必要としている路線。 

 

2)  適用にあたっての留意事項 

① 排水性舗装は、供用とともに、空隙にごみ、土砂などの堆積物が蓄積して空隙詰まり

が起こし、透水機能や騒音低減効果が低下するので、定期的に洗浄・除去を行うなど、

適切な維持管理を行ない、機能の維持に努める必要がある。 

② 排水性舗装は、高温時の交差点部や重車両の出入り口などのタイヤによるねじり現象

が発生する箇所、舗装の施工ジョイント部、タイヤチェーン装着車両が走行する箇所な

どでは、骨材が飛散しやすくなる。このような箇所には、混合物の空隙率を小さくした

り、特殊なバインダーを用いたりする対策や、樹脂を表面に含浸させたり，透水性の樹

脂モルタルを表面空隙に充填し、排水性舗装の上層部分を強化させるなどの対策をとり、

骨材の飛散を防止することもある。 

③ 修繕工事などで、既設表層あるいは基層を不透水層とする場合、既設舗装の耐水性能

の低下による早期剥離が懸念されるため、クラックのシール材による処理や、遮水を目

的とした表面処理、あるいは基層を含めた 2層切削などの対策を行うことが望ましい。 

 

3)  標準的な舗装構成 

排水性舗装の表層は、ポーラスアスファルト混合物（13mm）の使用を標準とする。 

表 6－18 ポーラスアスファルト混合物の仕様 

出典：舗装施工便覧 P117 

施工厚 4～5cm 

バインダ ポリマー改質アスファルト H 型 

粗骨材の最大粒径 13mm（又は 20mm） 

目標空隙率 20％程度 

 

構造設計は、排水性舗装の等値換算係数を 1.00 として TA法による。 

タックコートは、原則としてゴム入りアスファルト乳剤（PKR-T）を使用し、所定量を

均一に散布し養生する。標準散布量は、0.4ℓ／㎡とする。 

基層は粗粒度アスファルト混合物を標準とするが、橋りょう舗装等、特に不透水層とし

ての機能が必要な箇所については、密粒度アスファルト混合物を使用する。なお、表層の

ポーラスアスファルト混合物の動的安定度（DS）との数値差を考慮し、ポリマー改質アス
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ファルト混合物（Ⅰ型、Ⅱ型）を使用するのが望ましい。 

排水性舗装の標準舗装構成およびその仕様例を、図 6－7および表 6－19に示す。 

 

図 6－7 【参考】排水性舗装の標準舗装構成 

 

表 6－19 【参考】排水性舗装の標準舗装構成の仕様 

交通量

区分 

舗装計画交通量 
（台／日・方向） 

表層 基層（中間層） 

混合物の種類 
目標 DS 

（回／mm） 
混合物の種類 

目標 DS 

（回／mm） 

N5 
250以上 

1,000未満 

ポーラス

As(13) 

3,000以上 

再生密粒度 As 

（ストアス） 
－ 

N6 
1,000以上 

3,000未満 

再生粗粒度 As 

（改質Ⅰ型） 
3,000以上 

N7 3,000以上 5,000以上 
再生粗粒度 As 

（改質Ⅱ型） 
5,000以上 

〔注 1〕本表は一例であり、実際に使用する混合物は、地域のアスファルトの混合物の品質

や、流通状況を確認の上決定すること。 

〔注 2〕一般土工部についての設計事例であり、橋面など特殊な箇所の舗装は別途考慮する。 

 

4)  排水処理 

排水性舗装については、表層から不透水層上に浸透した雨水をすみやかに排水施設（排

水路、側溝等）へ排水できる構造とする必要がある。 

排水処理についての留意点は以下のとおりである。 

① 縦断勾配の大きい坂路、長い坂路の谷部では、排水能力以上に集水し、溢水すること

があるので、坂路途中に横断方向への排水施設を設ける等の対策を行うことが望ましい。 

② 橋面上に適用する場合、目地部や構造物の接合部から雨水が浸透すると、舗装および

床版の強度低下が懸念されるため、特に配慮が必要である。 

排水処理の方法については、舗装端部に縦断方向への導水パイプを設置し、桝部の水

抜き穴から排水する方法、排水性舗装用に設計された円形水路等を利用して排水する方

法等いろいろあるので、「舗装施工便覧 付録－7 排水性舗装の排水構造例」を参考に、

現地の状況にあわせて適宜設計すること。 

ポーラスアスファルト混合物（13mm） 

再生改質粗粒アスファルト混合物（Ⅱ型） 

再生密粒度アスファルト混合物（ｽﾄﾚｰﾄ As） 

再生改質粗粒アスファルト混合物（Ⅰ型） 

基層 

（中間層） 

表層 

（以下の層は標準舗装構成と同じ） 

ゴム入りタックコート（PKR-T） 

0.4 ℓ／㎡ 

5cm 

5cm 
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(2) 橋面舗装 

橋面舗装は、交通荷重による衝撃作用、雨水の侵入や温度変化などの気象作用などから

床版を保護するとともに、通行車両の快適な走行を確保する重要な役割を担っている。 

また、橋梁は交通の要所を占めており、修繕による交通規制は道路利用者への影響が極

めて大きいことから、橋面舗装には、特に耐久性の高い舗装を適用することが求められる。 

橋面舗装の耐久性は、床版の構造とその仕上げ精度に大きく左右されることから、設計

にあたっては、床版、床組、伸縮装置および排水桝などの構造との関連についても十分に

配慮しながら、一体的に設計することが望ましい。 

橋面舗装の舗装厚は、追跡調査によるひび割れ等の破損実態と、橋梁の死加重をできる

だけ低減することから、どのような交通条件においても 6～8cm を標準としている。 

図 6－8にコンクリート床版および鋼床版上の舗装構成例、表 6－20に舗装構成の仕様の

例を示す。 

図 6－8 コンクリート床版および鋼床版上の舗装構成例 

 

表 6－20 【参考】橋面舗装の標準舗装構成の仕様 

① 一般舗装 

交通量区分 

舗装計画交通量 

（台/日・方向） 

施工 

箇所 

表層 基層（中間層） 

混合物の種類 
目標 DS 

（回／mm） 
混合物の種類 

目標 DS 

（回／mm） 

N5 

250以上 

1,000未満 

Co床版 密粒度 As 

改質Ⅰ型 
500以上 

再生粗粒度 As改質Ⅰ型 
－ 

鋼床版 グース As 

N6 

1,000以上 

3,000未満 

Co床版 密粒度 As 

改質Ⅱ型 
3,000以上 

再生粗粒度 As改質Ⅰ型 3,000以上 

鋼床版 グース As 300以上 

N7 

3,000以上 

Co床版 密粒度 As 

改質Ⅱ型 
3,000以上 

再生粗粒度 As改質Ⅰ型 3,000以上 

鋼床版 グース As 300以上 

 橋面舗装は、原則として 2層構造とする。 

 舗装厚は、8cmを標準とする。 

 舗装計画交通量 N5以上の橋面舗装の表層には、改質アスファルトを使用すること

を標準とする。 

表層 

基層（レベリング層） 

コンクリート床版（鋼床版） 

ゴム入りタックコート（PKR-T） 

0.4 ℓ／㎡ 

防水層（接着層） 

4cm 

4cm 
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② 排水性舗装 

交通量区分 

舗装計画交通量 

（台/日・方向） 

施工 

箇所 

表層 基層（中間層） 

混合物の種類 
目標 DS 

（回／mm） 
混合物の種類 

目標 DS 

（回／mm） 

N6 

1,000以上 

3,000未満 

Co床版 ポーラス As 

（13） 
3,000以上 

再生密粒度 As改質Ⅱ型 3,000以上 

鋼床版 グース As 300以上 

N7 

3,000以上 

Co床版 ポーラス As 

（13） 
3,000以上 

再生密粒度 As改質Ⅱ型 3,000以上 

鋼床版 グース As 300以上 

〔注 1〕本表は一例であり、実際に使用する混合物は、路線の要求する性能指標等に基づき適

切に判断すること。また、地域のアスファルトの混合物の品質、流通状況を確認の上

決定すること。 

〔注 2〕表層にポーラスアスファルト混合物を使用する場合は、基層の耐剥離性に配慮する必

要がある。 

〔注 3〕N5交通の橋面部に改質アスファルト混合物を使用しているのは、主に剥離防止を目的

とするものであり、塑性変形に対する目標値は設定していない。 

〔注 4〕近年、鋼床版においてはたわみ追随性や水密性、コンクリート床版では水密性から、

基層に砕石マスチック混合物を用いることがある。この場合は、別途防水層を設ける

必要がある。 

 

(3) 歩道及び自転車道等の舗装 

歩道及び自転車道の舗装は、車が乗り入れる箇所等を除いて、人や自転車、あるいは 39kN

程度以下の管理車両しか通行しないことから、力学的根拠に基づき決定するのではなく、

経験および施工性から、求められる性能指標を満足する構造を決めていく。 

なお、車両乗入れ部（乗用車や小型貨物自動車の出入りに供するものを除く）や緊急車

両の通行のある箇所は、車道舗装の場合に準じ、一般に想定される最大荷重を設計荷重と

して設計を行い、原則として、透水性舗装は採用しない。 

1)  透水性舗装 

透水性舗装は、 

• 街路樹の保護育成 

• すべり抵抗の維持と歩行性および走行性の確保 

• 雨水を地中に還元あるいは一時保留することにより、雨水流出量を低減し、排水施

設への負荷を軽減 

等の利点があり、市街化区域内の歩道は原則として透水性舗装とする。 

但し、雨水を考慮する必要のないトンネル区間や、道路構造物や周辺構造物の安定性、

周辺環境への影響、路床・現地盤への浸透能力に留意した結果、あるいは景観デザイン上

の理由等から他の構造が望ましいと判断される場合はこの限りではない。 

なお、透水性舗装を行う場合、歩道の横断勾配は 1％とする。 

一般的な透水性舗装の構造を図 6－9に示す。 

 

 市街化区域内の歩道舗装は、原則として透水性舗装とする。 

－ 146 －



図 6－9 透水性舗装の標準構成 

〔注1〕 路盤面のプライムコートは透水性を低下させるので設けない。 

〔注2〕 乗用車や小型貨物自動車の乗入れ部では、（ ）内の値とする。 

〔注3〕 乗入れ部が連続する箇所等、短い区間で舗装構成が繰返し変化する場合は、施

工性等を考慮し、一定区間を同一断面としてもよい。 

 

2)  その他の歩道部舗装の一般的構造 

① アスファルト舗装 

図 6－10 歩道部アスファルト舗装の標準構成 

〔注1〕 乗用車や小型貨物自動車の乗入れ部では、（ ）内の値とする。 

〔注2〕 乗入れ部が連続する箇所等、短い区間で舗装構成が繰返し変化する場合は、施

工性等を考慮し、一定区間を同一断面としてもよい。 

〔注3〕 現地の状況に応じ、再生密粒度アスファルト混合物(13)を使用してもよい。 

  

表層 開粒度アスファルト混合物 

路盤 クラッシャラン 

RC-30（RC-40) 

フィルター層  砂 

路床 

4cm 

（5cm） 

10cm 

(15cm) 

5cm 

表層 再生細粒度アスファルト混合物 

路盤 クラッシャラン 

RC-30（RC-40) 

路床 

3cm 

（4cm） 

10cm 

(15cm) 

プライムコート（PK-3） 
1.2 ℓ／㎡ 

－ 147 －



② コンクリート系舗装 

 

図 6－11 コンクリート舗装の標準構成 

〔注1〕 乗用車や小型貨物自動車の乗入れ部では、（ ）内の値とする。 

〔注2〕 伸縮目地は、幅員が 1ｍ未満の場合は 3ｍ間隔、1ｍ以上の場合は 5ｍ間隔を標

準とし、打込み目地を設ける。 

〔注3〕 膨張目地は、30ｍ間隔および幅員の変化点、切り下げ部に設け、コンクリート

版の全面に目地板を用いた突合せ目地構造とする。 

 

  

コンクリート板 

（18N/mm2) 

路盤 クラッシャラン 

RC-30（RC-40) 

路床 

7cm 

（10cm） 

10cm 

(15cm) 

プライムコート（PK-3） 
1.2 ℓ／㎡ 

(a) 膨張目地 

h 
h/2 

瀝青繊維質目地板 

20mm 10mm 

瀝青質目地板 

(b) 伸縮目地 
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③ インターロッキングブロック舗装 

図 6－12 インターロッキングブロック舗装の標準構成 

〔注1〕 乗用車や小型貨物自動車の乗入れ部では、（ ）内の値とする。 

〔注2〕 設計施工の詳細は、「インターロッキングブロック舗装設計施工要領 平成

29 年 3 月（（一社）インターロッキングブロック舗装技術協会）」を参照す

ること。 

 

(4) 岩盤上の舗装 

路床面下 1ｍ以内に岩盤がある場合、舗装の設計にあたっては岩盤の位置および性状を

把握し、構造設計を適切に行うことが必要である。 

① 岩盤には硬く固結した硬岩の層と、風化が進んだ軟岩の層がある。転石の混入率が 20％

以上の土砂は、軟岩の層とみなす。なお、岩の種類については「道路土工土質調査指針」

を参照する。 

② 岩盤には亀裂のあるものや泥岩など、掘削後スレーキングにより軟弱化しやすいもの

がある。この場合は、舗装の耐久性に影響を及ぼさないよう十分な対策を施すことが必

要である。 

③ 良質な岩である場合は、その面を路床面としてよい。岩の掘削による不陸が残るため、

レベリング層として 10cm 程度の貧配合のコンクリート等を施工する（図 6－13）。その

場合、舗装にリフレクションクラック等の影響が出ないように、十分な舗装厚さを確保

することが必要である。 

④ 岩盤上に路床土がある場合で路床土の厚さが 50 ㎝に満たない場合は、路床土の CBR 

を 20 以上に改良することが望ましい（図 6－14）。 

⑤ 岩盤が路床面下 1ｍ未満であっても、岩盤の位置が舗装構造にあまり影響しないと判

断される場合や、舗装延長が短く、前後の舗装構造を採用しても舗装の性能に支障をき

たさないと判断される場合は、その前後の舗装構造を採用する。 

 

  

 
敷砂層 

路盤 クラッシャラン 

RC-30（RC-40) 

路床 

6cm 

（8cm） 

10cm 

(15cm) 

3cm 

インターロッキングブロック 
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図 6－13 現地盤が良好である場合の舗装構成例 

出典：舗装設計便覧 P229 

 

図 6－14 路床土を改良した場合の舗装構成例 

出典：舗装設計便覧 P229 

 

 

(5) 路肩舗装の構造 

図 6－15 路肩舗装の舗装構成例 

  

 側帯相当幅（0.25ｍ）は車道と同じ構造とする。 

 但し、側帯相当幅を除いた路肩幅が 1.0ｍ未満の場合は路肩部分も車道と同じ

構造とする。 

表層・基層 

路盤 

現地盤 

10cm 以上 貧配合コンクリート 

表層・基層 

路盤 

岩盤 

50cm 未満 構築路床（CBR≧20） 

表層 車道表層と同一混合物 

路盤 クラッシャラン 

RC-30 

路床 

5cm 

10cm 

プライムコート（PK-3） 
1.2 ℓ／㎡ 
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1)  路肩が土羽の場合 

(ア) W が 1.00ｍ以上の場合 

 

 

 

(イ) W が 1.00ｍ未満の場合 

〔注1〕 W は路肩幅のうち、側帯幅相当分（0.25ｍ）を除いた幅。 

〔注2〕 （ ）はアスカーブを設置する場合。 

 

  

側帯相当幅

250

（アスカーブ） 100 100

プライムコート(PK-3)
下層路盤

基層

表層表層（車道舗装と同一構造）

保護路肩 車道

クラッシャラン（RC-30）

路肩

W≧1000

上層路盤

50
10

0

(300)
50

500

(750)

W＜1000

側帯相当幅

250

100 100 （アスカーブ）

上層路盤

表層

下層路盤

保護路肩 路肩 車道

基層

50

(300)

500

(750)
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2)  構造物がある場合 

(ア) W が 1.00ｍ以上の場合 

 

 

(イ) W が 1.00ｍ未満の場合 

 

 

 

 

側帯相当幅

250

100 100 50

プライムコート(PK-3)
下層路盤

構

造

物

クラッシャラン（RC-30）

路肩

W

表層（車道舗装と同一構造） 表層

基層

上層路盤

車道

10
0

W

側帯相当幅

250

路肩 車道

構

造

物

表層

基層

下層路盤

上層路盤

－ 152 －



(a)　信頼度90%

45 41 37 34 30 26

35 32 28 26 23 20

26 24 21 19 17 15

19 18 16 14 13 11

15 14 12 11 10 9

12 11 10 9 8 7

9 9 8 7 7 7

(b)　信頼度75%

40 37 33 30 27 23

31 29 25 23 21 18

23 21 19 17 15 13

17 16 14 13 11 10

13 12 11 10 9 8

11 10 9 8 7 7

8 8 7 7 7 7

(c)　信頼度50%

36 33 29 27 24 21

28 26 23 21 19 16

21 19 17 16 14 12

15 14 13 12 10 9

12 11 10 9 8 7

10 9 8 7 7 7

8 7 7 7 7 7

※

設計CBR

舗装計画交通量（台／日・方向）

交通量区分

203 4 6 8 12

N2

N1

3,000以上

1,000以上3,000未満

250以上1,000未満

100以上250未満

40以上100未満

15以上40未満

15未満

N4

N3

N7

N6

N5

12 20舗装計画交通量（台／日・方向）

交通量区分

N7 3,000以上

設計CBR

3 4 6 8

N6 1,000以上3,000未満

N5 250以上1,000未満

N4 100以上250未満

N3 40以上100未満

N2 15以上40未満

N1 15未満

表6－21　必要等値換算厚（設計期間10年）

　TAが11未満の場合、必要な最小厚さを満足しない可能性があるので、使用材料
及び工法に注意する必要がある。

N3 40以上100未満

N2 15以上40未満

N1 15未満

N6 1,000以上3,000未満

N5 250以上1,000未満

N4

3 4 6

100以上250未満

12 20

N7 3,000以上

設計CBR

8舗装計画交通量（台／日・方向）

交通量区分
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(a)　信頼度90%

50 46 41 38 33 29

39 36 32 29 26 22

29 26 23 21 19 16

21 20 17 16 14 12

17 15 14 12 11 10

13 12 11 10 9 8

10 10 9 8 7 7

(b)　信頼度75%

45 41 37 34 30 26

35 32 28 26 23 20

26 24 21 19 17 15

19 18 16 14 13 11

15 14 12 11 10 9

12 11 10 9 8 7

9 9 8 7 7 7

(c)　信頼度50%

40 37 33 30 27 23

31 29 25 23 21 18

23 21 19 17 15 13

17 16 14 13 11 10

13 12 11 10 9 8

11 10 9 8 7 7

8 8 7 7 7 7

※

N6 1,000以上3,000未満

設計CBR

3 4 20舗装計画交通量（台／日・方向）

交通量区分

N7 3,000以上

6 8 12

3

N5 250以上1,000未満

N4 100以上250未満

N3 40以上100未満

舗装計画交通量（台／日・方向）

交通量区分

N2 15以上40未満

N1 15未満

設計CBR

4 6 8 12 20

N7 3,000以上

N6 1,000以上3,000未満

N5 250以上1,000未満

N4 100以上250未満

N3 40以上100未満

N2 15以上40未満

N7 3,000以上

N1 15未満

設計CBR

20舗装計画交通量（台／日・方向）

交通量区分

3 4 6

表6－22　必要等値換算厚（設計期間20年）

　TAが11未満の場合、必要な最小厚さを満足しない可能性があるので、使用材料
及び工法に注意する必要がある。

N3 40以上100未満

N2 15以上40未満

N1 15未満

N6 1,000以上3,000未満

N5 250以上1,000未満

N4 100以上250未満

8 12
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単位：cm

下層路盤

表層 中間層 基層
As安定
処理

粒度調
整路盤

クラッシャ
ラン

3 5 5 5 10 35 40 45.3 45 100

4 5 5 5 11 25 35 41.3 41 86

6 5 5 5 10 15 35 37.0 37 75

8 5 5 5 10 10 30 34.0 34 65

12 5 5 5 8 15 20 31.7 30 58

20 5 5 5 8 20 26.4 26 43

3 5 5 10 20 40 35.0 35 80

4 5 5 10 20 30 32.5 32 70

6 5 5 10 15 20 28.3 28 55

8 5 5 8 15 20 26.7 26 53

12 5 5 8 10 15 23.7 23 43

20 5 5 8 15 20.2 20 33

3 5 5 25 30 26.3 26 65

4 5 5 15 35 24.0 24 60

6 5 5 10 30 21.0 21 50

8 5 5 15 15 19.0 19 40

12 5 5 10 15 17.3 17 35

20 5 5 20 15.0 15 30

3 5 5 15 15 19.0 19 40

4 5 5 10 20 18.5 18 40

6 5 5 10 10 16.0 16 30

8 5 15 15 14.0 14 35

12 5 10 20 13.5 13 35

20 5 10 10 11.0 11 25

3 5 15 20 15.3 15 40

4 5 15 15 14.0 14 35

6 5 10 15 12.3 12 30

8 5 10 10 11.0 11 25

12 5 10 10 11.0 10 25

20 5 10 10 11.0 9 25

注１）

注２）

注３）

合計
厚さ

設計
CBR

上層路盤加熱アスファルト混合物

TA'

100≦
T＜250

40≦
T＜100

TA

表6－23　【参考】標準舗装構成例（設計期間10年，信頼度90%）

この舗装構成例は参考であり、実際の設計に当たっては、施工上の制約条件や経済性などを総合的に考慮して構造
設計を行うこと。

設計CBR2以下については、路床改良を原則とする。また、設計CBR3以上の場合においても、経済性や施工性から路
床改良のほうが優位になることもあるので、あわせて検討を行うこと。

交通区分N2,N1については、信頼度50%または75%で設計することを標準とする。

交通
区分

舗装計画交
通量（台／
日・方向）

N7

N6

N5

N4

N3

T≦3000

1000≦
T＜3000

250≦
T＜1000
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単位：cm

下層路盤

表層 中間層 基層
As安定
処理

粒度調
整路盤

クラッシャ
ラン

3 5 5 20 25 23.25 23 55

4 5 5 15 25 21.50 21 50

6 5 5 15 15 19.00 19 40

8 5 5 10 15 17.25 17 35

12 5 5 20 15.00 15 30

20 5 5 15 13.75 13 25

3 5 5 10 15 17.25 17 35

4 5 5 10 10 16.00 16 30

6 5 15 15 14.00 14 35

8 5 10 20 13.50 13 35

12 5 10 10 11.00 11 25

20 5 15 10.25 10 20

3 5 10 20 13.50 13 35

4 5 10 15 12.25 12 30

6 5 10 10 11.00 11 25

8 5 15 10.25 10 20

12 5 12 9.20 9 17

20 5 15 8.75 8 20

3 4 10 15 11.25 11 29

4 4 10 10 10.00 10 24

6 4 15 9.25 9 19

8 4 12 8.20 8 16

12 4 10 7.50 7 14

20 4 10 7.50 7 14

3 4 7 7 8.20 8 18

4 4 7 7 8.20 8 18

6 4 10 7.50 7 14

8 4 10 7.50 7 14

12 4 10 7.50 7 14

20 4 10 7.50 7 14

注１）

注２）

注３）

15≦T＜40

N1

合計
厚さ

舗装計画交
通量（台／
日・方向）

設計
CBR

加熱アスファルト混合物 上層路盤

TA' TA

T＜15

交通区分N7,N6については、信頼度90%で設計することを標準とする。

表6－24　【参考】標準舗装構成例（設計期間10年，信頼度75%）

この舗装構成例は参考であり、実際の設計に当たっては、施工上の制約条件や経済性などを総合的に考慮して構造
設計を行うこと。

設計CBR2以下については、路床改良を原則とする。また、設計CBR3以上の場合においても、経済性や施工性から路
床改良のほうが優位になることもあるので、あわせて検討を行うこと。

交通
区分

N5
250≦

T＜1000

N4
100≦
T＜250

N3
40≦

T＜100

N2
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単位：cm

下層路盤

表層 中間層 基層
As安定
処理

粒度調
整路盤

クラッシャ
ラン

3 5 5 15 25 21.50 21 50

4 5 5 15 15 19.00 19 40

6 5 5 10 15 17.25 17 35

8 5 5 25 16.25 16 35

12 5 5 20 15.00 14 30

20 5 5 10 12.50 12 20

3 5 15 20 15.25 15 40

4 5 15 15 14.00 14 35

6 5 10 20 13.50 13 35

8 5 10 15 12.25 12 30

12 5 15 10.25 10 20

20 5 15 10.25 9 20

3 5 10 15 12.25 12 30

4 5 10 10 11.00 11 25

6 5 15 10.25 10 20

8 5 12 9.20 9 17

12 5 10 8.50 8 15

20 5 10 8.50 7 15

3 4 10 10 10.00 10 24

4 4 10 10 10.00 9 24

6 4 12 8.20 8 16

8 4 10 7.50 7 14

12 4 10 7.50 7 14

20 4 10 7.50 7 14

3 4 7 7 8.20 8 18

4 4 7 7 8.20 7 18

6 4 10 7.50 7 14

8 4 10 7.50 7 14

12 4 10 7.50 7 14

20 4 10 7.50 7 14

注１）

注２）

注３）

合計
厚さ

舗装計画交
通量（台／
日・方向）

設計
CBR

加熱アスファルト混合物 上層路盤

TA' TA

設計CBR2以下については、路床改良を原則とする。また、設計CBR3以上の場合においても、経済性や施工性から路
床改良のほうが優位になることもあるので、あわせて検討を行うこと。

交通区分N7,N6については、信頼度90%で設計することを標準とする。

表6－25　【参考】標準舗装構成例（設計期間10年，信頼度50%）

N2 15≦T＜40

N1 T＜15

この舗装構成例は参考であり、実際の設計に当たっては、施工上の制約条件や経済性などを総合的に考慮して構造
設計を行うこと。

N5
250≦

T＜1000

N4
100≦
T＜250

N3
40≦

T＜100

交通
区分
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単位：cm

下層路盤

表層 中間層 基層
As安定
処理

粒度調
整路盤

クラッシャ
ラン

3 5 5 5 10 45 45 50.00 50 115

4 5 5 5 11 35 40 46.05 46 101

6 5 5 5 10 30 30 41.00 41 85

8 5 5 5 10 25 25 38.00 38 75

12 5 5 5 10 15 20 33.25 33 60

20 5 5 5 10 10 10 29.00 29 45

3 5 5 10 35 35 39.00 39 90

4 5 5 10 30 30 36.00 36 80

6 5 5 9 25 25 32.20 32 69

8 5 5 9 20 20 29.20 29 59

12 5 5 9 15 15 26.20 26 49

20 5 5 8 10 10 22.40 22 38

3 5 5 30 35 29.25 29 75

4 5 5 25 30 26.25 26 65

6 5 5 20 25 23.25 23 55

8 5 5 15 25 21.50 21 50

12 5 5 15 15 19.00 19 40

20 5 5 10 10 16.00 16 30

注１）

注２）

交通
区分

N7 T≦3000

N6
1000≦
T＜3000

舗装計画交
通量（台／
日・方向）

表6－26　【参考】標準舗装構成例（設計期間20年，信頼度90%）

N5
250≦

T＜1000

合計
厚さ

設計
CBR

加熱アスファルト混合物 上層路盤

TA' TA

この舗装構成例は参考であり、実際の設計に当たっては、施工上の制約条件や経済性などを総合的に考慮して構造
設計を行うこと。

設計CBR2以下については、路床改良を原則とする。また、設計CBR3以上の場合においても、経済性や施工性から路
床改良のほうが優位になることもあるので、あわせて検討を行うこと。
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第７章 歩道の一般的構造 

歩道は、高齢者や視覚障害者、車いす使用者等を含む全ての歩行者にとって安全で円滑な移

動が可能となる構造とすることが原則であり、視覚障害者の歩車道境界の識別、車いす使用者

の円滑な通行等に十分配慮した設計とする必要がある。 
 

7－1 参考基準類 

設計に当たっては、表 7－1の参考基準類等を参考とすること。なお、基準類が改訂された

場合、改訂された基準類に従うものとする。 

表 7－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行 

広島市道路構造基準等条例 H24.12 広島市 

広島市歩道構造基準 H18.5 広島市 

広島市公共施設福祉環境整備要綱 H29.5 広島市 

歩道の一般的構造に関する基準等について H17.2 国土交通省 

道路構造令の解説と運用 Ｈ27.6 (公社)日本道路協会 

増補改訂版 道路の移動円滑化整備ガイド

ライン 
Ｈ23.8 

（一財）国土技術研究セン

ター 

※ 広島市と国土交通省の基準が異なる場合は、広島市の基準を優先する。 

7－2 歩道等の設置 

歩道等の設置については、図 7－1のフローチャートを参考に判断するものとし、地形上

やむを得ない場合を除き、原則として道路の両側に設置する。なお、交通量については目安

であり、各道路の交通の状況を総合的に勘案し判断するものとする。 

図 7－1 歩道等設置フロー 

自転車道

＋

歩 道自転車歩行者道設置しない 歩 道

自動車及び自
転車の交通量

が多い

はい

いいえ

自動車の交通
量が多い

安全かつ円滑
な交通を確保す
る必要がある

自転車の通行
を分離する必

要がある

歩行者の交通
量が多い

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ はい

はい

はい

自動車500台／日以上

自転車500台／日以上

歩行者500人／日以上

自動車500台／日以上

はい
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※ 「交通量が多い」とは、自動車については 500～1,000台／日以上、自転車については 500～600台

／日以上、歩行者については 500～600人／日以上を判断の目安とする。 

自転車道、自転車歩行車道の設置にあたっては自転車走行空間のネットワークの形成に、歩道の設

置にあたっては歩行空間ネットワークの形成に、十分配慮すること。 

 

7－3 歩道等の幅員 

歩道等の幅員は、表 7－2に示す最小幅員以上とする。また、路上施設を考慮する場合

は、これにベンチ・並木等の路上施設の幅員を加えることとするが、第 3種第 5級の道路に

あっては、地形の状況やその他の特別の理由によりやむを得ない場合はこの限りではない。 

 

表 7－2 歩道等の幅員 

（単位：ｍ） 

 最小幅員 
路上施設 

横断 
歩道橋 

ベンチ
の上屋 

並木 ベンチ その他 

歩道 3.5（2.0） 3.0 2.0 1.5 1.0 0.5 

自転車歩行車道 4.0（3.0） 3.0 2.0 1.5 1.0 0.5 

自転車道 2.0（1.5） 道路構造令第 12条の建築限界を勘案して定める 

※ 1.歩道・自転車歩行車道においては歩行者・自転車の交通量が少ない場合、自転車道にお

いては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は（ ）内の値まで縮

小できる。 

 

7－4 歩道等の構造 

(1) 歩道等の形式 

歩車道を縁石によって分離する場合の歩道の形式は、歩道面を車道面より高く、かつ縁石

天端高さより低くする構造（セミフラット形式）とすることを基本とする。 

歩道の新設・改築を行う場合はセミフラット形式を基本とするが、既に工事着手済み、設

計済みの場合はこの限りではない。 

 
図 7－2 セミフラット形式 

車道 歩道 

5cm 

＜セミフラット形式＞ 

歩道面と車道面の高低差を 5cmとする。 
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1)  車道面と歩道面の高低差は 5cmとしている。 

2)  縁石の車道等に対する高さは 15cmを標準とする。 

3)  但し、交通安全対策上必要な場合や、橋梁等、構造物の保全に必要な場合は縁石の高さ

を 25cm まで高くすることができる。 

4)  バス停留所については、高さ 15cmのマウントアップ形式を標準とする。ただし、道路

の構造上やむを得ない場合等は、高齢者や車いす使用者の円滑な乗降を考慮した高さと

する。 

5)  トンネル区間については、高さ 25cm のマウントアップ形式を標準とする。 

 

(2) 横断歩道箇所および車両乗り入れ部 

1)  横断歩道箇所 

① 横断歩道箇所の車道面と歩道面の高低差は、広島市道路構造基準等条例に基づき、2cm

とする。ただし、道路の構造その他の状況によりやむを得ないと認められる場合におい

ては、当該段差を 1cm まで縮小することができる。 

② 横断歩道等に接続する歩道の部分には、1.5ｍ程度水平区間を設けることとする。ただ

し、やむを得ない場合はこの限りでない。 

③ 横断歩道上に雨水が滞ることのないよう横断歩道の外側の適切な位置に雨水桝等を設

けることが望ましい。 

2)  車両乗り入れ部 

① 車両乗り入れ部の車道面と歩道面の高低差は、5cmを標準とする。 

 

7－5 歩道等の勾配 

(1) 縦断勾配 

歩道等の縦断勾配は 5％以下とする。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合は 8％

以下とすることができる。 

 

(2) 横断勾配 

透水性舗装の場合 1％（ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合は 2％以下） 

その他の場合   2％ 

なお、縦断勾配を設ける箇所には横断勾配を設けないこととする。ただし、民有地に歩道

からの雨水が流入する恐れのある場合はこの限りでない。 

 

7－6 その他 

(1) 歩道等の舗装 

① 市街化区域内の歩道等の舗装は、透水性舗装を標準とする。（標準的な構造については、

「第６章 舗装工」参照。） 

② 道路の構造その他の特別な状況によりやむを得ず透水性舗装以外の舗装とする場合に
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は、平坦で、滑りにくく、水はけの良い仕上げとすること。 

③ 必要に応じ歩車道境界ブロックにスリットを設けるなど、雨水排水対策を講ずること。 

 

(2) 交通安全対策 

① 歩車道境界ブロックの端部には必要に応じ反射式道路鋲などを設置すること。 

② 歩道の巻込み部又は交差点の歩道屈曲部において自動車の乗上げを防止するために、

主要道路の車道に面して低木の植込みを設置する、又は縁石を高くする等必要な措置を

講ずるよう配慮するものとする。 

③ 車両乗入れ部から車両乗入れ部以外の歩道への車両の進入を防止し、歩行者の安全か

つ円滑な通行を確保するために、必要に応じ駒止め等の施設により交通安全対策を実施

するよう配慮するものとする。 

 

(3) 視覚障害者誘導用床材 

① 次の場所には、原則として視覚障害者誘導用床材（以下、「誘導用床材」という）を敷

設するものとする。 

ア 公共交通機関の最寄の乗降場と主要な公共建築物を連絡する歩道 

イ 誘導用床材のネットワーク整備を図るべき広幅員歩道 

ウ 主要都市施設の敷地出入口に近接する部分 

エ 立体横断歩道及び横断歩道に近接する部分 

オ バス、タクシーの乗降場 

② 誘導用床材の色は、黄色を基本とする。ただし、色彩に配慮した舗装を施した歩道等

において、黄色い床材を適用することでその対比効果が十分発揮できなくなる場合は、

設置面との輝度比（概ね２以上）や明度差が確保できるその他の色彩も選択できる。 

③ 誘導用床材の形状は次のとおりとする。 

ア 床材は 30cm×30cmの大きさとし、滑りにくいものとする。 

イ 歩行方向を案内する線状床材は、線状突起縦 4列配列のものとする。 

ウ 方向転換位置を案内する点状床材は、点状突起縦横 5個配列のものとする。 

エ その他の仕様は、日本工業規格 JIS T 9251「視覚障害者誘導用ブロック等の突起形

状・寸法及びその配列」に定めるとおりとする。 

④ 誘導用床材の敷設位置は次のとおりとする。 

ア 線状床材を敷設する位置は、壁、柱、その他歩行障害物から 60cm以上離れた位置と

する。 

イ 点状床材を敷設する位置は、出入口、階段、歩車道境界、壁、柱等から床材端が 30cm

程度離れた位置とする。 

 

(4) 休憩スペース 

歩道等には、適当な間隔でベンチ等の休憩施設を設けることが望ましい。 
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(5) 照明施設 

幅員 3.0ｍ以上の広幅員の歩道のある道路において、道路照明を設ける場合は、夜間も安

全に通行できるよう、歩道を照らす照明もあわせて設置すること。 

 

7－7 既設のマウントアップ形式の歩道における対応 

既設マウントアップ形式の歩道等をセミフラット形式の歩道等にする場合には、沿道状

況等を勘案し、①歩道面を切下げる方法の他、②車道面の嵩上げ、③車道面の嵩上げと歩道

面の切下げを同時に実施する等の方法から、適切な方法により実施するものとする。 

なお、やむを得ない理由により、当面の間、歩道のセミフラット化が図れない場合は、

横断歩道等に接続する歩道等の部分及び車両乗入れ部の構造は、以下のとおりとする。 

(1) 横断歩道等に接続する歩道の部分の構造 

1)  すりつけ部の縦断勾配 

5％（ただし、やむを得ない場合は 8%以下） 

2)  水平区間 

横断歩道部に接続する歩道の部分には 1.5ｍ程度の水平区間を確保する。（ただし、や

むを得ない場合はこの限りではない） 

3)  車道との段差 

2cm以下 1cm 以上 

 

(2) 車両乗入れ部の構造 

1)  平坦部分の確保 

歩道面には、原則 1ｍ以上の平坦部分を連続して設けるものとする。なお、歩道の幅員

が十分確保される場合は、2ｍ以上確保するよう努める。 

また、当該平坦部分には、道路標識その他の路上施設又は電柱その他の道路の占用物

件は、やむを得ず設置される場合を除き原則として設けないこととする。 

2)  植樹帯が無く歩道面と車道面の高低差が 15cm 以下の場合 

① すりつけ部の長さ 

道路の横断方向に 75cmを標準とする。 

② 歩車道境界の段差 

5cmを標準とする。 

3)  植樹帯が無く歩道面と車道面の高低差が 15cmを超える場合 

① すりつけ部の長さ 

すりつけ部の横断勾配を 15%以下（特殊縁石を用いる場合は 10％以下）として、歩道

の平坦部を出来る限り広く確保してすりつける。 

② 歩車道境界の段差 

5cmを標準とする。 

4)  植樹帯等の幅員を活用してすりつけを行う構造 

① すりつけ部の長さ 

当該植樹帯等の幅員の中ですりつけを行い、横断勾配は 15%以下（特殊縁石を用いる
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場合は 10％以下）とする。 

② 歩車道境界の段差 

5cmを標準とする。 

5)  歩道の全面切下げを行う構造 

歩道の幅員が狭く、2)、3)または 4）によりすりつけができない場合は、車両乗入れ部

を全面切り下げて縦断勾配によりすりつける。 

① すりつけ部の縦断勾配 

5％（ただし、やむを得ない場合は 8%以下） 

② 歩車道境界の段差 

5cmを標準とする。 

 

(3) 自転車歩行者道の構造 

自転車歩行車道の構造に関しては、歩道の構造に準ずる。 

 

(4) その他留意事項 

1)  車両乗入れ部等が連担する場合の調整 

車両乗入れ部等、縦断勾配箇所の間隔が短いことにより、車いす使用者等の通行に支

障をきたす恐れがある場合には、排水施設の設置、交通安全対策、民地側とのすりつけ等

を勘案し、一定区間において歩道面を切下げる等必要な措置を講ずるよう努める。 

2)  交通安全対策 

車両乗り入れ部では、平坦部の色分けを実施する等、歩行者等や運転者に対して、す

りつけ部の識別性を向上させることに努める。 
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（参考図） 

セミフラット型整備における横断歩道接続部の構造イメージ 

 

(1) 横断歩道部（すりつけ区間なし） 

 

 

(2) 横断歩道部（すりつけ区間あり） 

  

雨水桝の設置 

横断歩道 

（歩道） 

（車道） 

（民有地） 

横断歩道 

雨水桝の設置 

（車道） 

（歩道） 

（民有地） 

歩道 一般部 

歩道 すりつけ区間 

歩道 平坦部 

路上施設幅 

路上施設幅 

1.5ｍ程度 

（注 1）横断歩道部の段差は 2cmとする。 

（やむを得ない場合は 1cmまで縮小できる。） 

（注）横断歩道等に接続する歩道の部分には、1.5ｍ程度

水平区間を設けることとする。 

（注 2）横断歩道の外側の適切な位置に雨水桝等

を設けることが望ましい。 
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(3) 交差点部（すりつけ区間なし） 

 

（歩道） 

（民有地） 

横断歩道 

横断歩道 

雨水桝の設置 

雨水桝 

雨水桝 

（車道） 

（注）交差点の歩道屈曲部は低木の植込みを設置する、又は縁石を高くする等、

自動車の乗上げ防止に必要な措置を講ずるよう配慮するものとする。 

出典：増補改訂版 道路の移動円滑化整備ガイドライン 
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（参考図） 

視覚障害者誘導用床材敷設例 

(1) 横断歩道口

ア 歩道幅員が広い場合

イ 歩道幅員が狭い場合

(2) 歩道巻込部

(3) 立体横断施設昇降口

（注） 

Ｗ1 ： 30cm 程度 

Ｗ2 ： 60cm 以上 
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(4) 交通島

(5) バス停留所、タクシー乗場

ア 歩道幅員が広い場合 イ 歩道幅員が狭い場合

(6) 施設入口

ア 歩道幅員が広い場合 イ 歩道幅員が狭い場合

(7) 歩道内屈曲部
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＜参考図＞ 

１ 既設のマウントアップ形式の歩道での横断歩道等に接続する歩道の部分の構造 

参考図１-１ 歩道の巻込み部における構造 

横
断

歩
道

歩道水平区間

歩道切下げ平面図

歩道すりつけ区間

１．５０ｍ

Ｂ

縦断勾配５％以下＊

歩道一般部

Ｂ′

（Ｃ）

（Ｄ）

Ａ Ａ′

歩道水平区間 歩道すりつけ区間

１．５０ｍ

縦断勾配５％以下＊

歩道一般部

Ａ－Ａ′断面

Ｂ
－
Ｂ

′
断

面

歩
道

幅
員

車
道

部

縁
石

幅

縁石天端

注） 

・ 歩道水平区間においては、巻込始点(C)からすりつけ区間との間に 1.5m 程度設けることが望

ましい。この様に設けられない場合には、巻込終点(D)から 1.5m 以上設ける。

・ 歩道の巻込み部において自動車の乗上げを防止するために、主要道路の車道に面して低木の

植込みを設置する、又は縁石を高くする等必要な措置を講ずるよう配慮するものとする。

・ 歩道の幅員が広く、植樹帯等（路上施設帯）がある場合に、水平区間に十分な滞留空間が確

保できる場合には、当該水平区間及びすりつけ区間に植樹帯等を設けることも可能とする。 

・ ＊については、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又は自転車の安全な通行に支障をき

たす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得ない場合には 8%以下とする。

参考図１-２ 横断歩道箇所における構造 

横
断
歩
道

歩道水平区間

歩道切下げ平面図

歩道すりつけ区間

縦断勾配５％以下＊

歩道

Ａ Ａ′

歩道水平区間 歩道すりつけ区間

縦断勾配５％以下＊

歩道

Ａ－Ａ′断面

縁石天端

一般部

横断歩道

一般部

縁石すりつけ横断歩道幅

注） 

・ 歩道の巻込み部において自動車の乗上げを防止するために、主要道路の車道に面して低木の

植込みを設置する、又は縁石を高くする等必要な措置を講ずるよう配慮するものとする。

・ ＊については、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又は自転車の安全な通行に支障をき

たす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得ない場合には 8%以下とする。
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参考図１-３ 同上（交差点に横断歩道がある場合） 

Ａ Ａ′

横断歩道

横
断
歩
道

歩道一般部 歩道水平区間

Ａ－Ａ′断面

横断歩道幅縦断勾配

歩道すりつけ

区間

５％以下＊

注） 

・ ＊については、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又は自転車の安全な通行に支障をき

たす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得ない場合には 8%以下とする。

参考図１-４ 同上（交差点以外に横断歩道がある場合） 

歩道一般部 歩道すりつけ区間 歩道一般部

Ａ′

Ａ－Ａ′断面

横断歩道

横断歩道幅

Ａ

縦断勾配

５％以下＊

縦断勾配

５％以下＊

歩道一般部

縦断勾配

５％以下＊

縦断勾配

５％以下＊

歩道一般部歩道すりつけ区間

注） 

・ ＊については、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又は自転車の安全な通行に支障をき

たす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得ない場合には 8%以下とする。
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２ 既設のマウントアップ形式の歩道での車両乗入れ部の構造 

参考図２-１ 歩道内においてすりつけを行う構造 

（歩道面と車道面との高低差が 15cm 以下の場合） 

・ 歩道における歩行者等の通行部分は 1m 以上を確保する。

・ すりつけ部の長さは 75cm とすることを標準とする。

・ 車両の安全な通行に支障をきたすことのないよう、必要に応じ、隅切り等を行う。

参考図２-２ 歩道内においてすりつけを行う構造 

（歩道面と車道面との高低差が 15cm を超える等の場合） 

・ 歩道における歩行者等の通行部分は 1m 以上を確保する。

・ すりつけ部の勾配は 15%以下（特殊縁石を使用する場合は 10%以下）とする。

・ 車両の安全な通行に支障をきたすことのないよう、必要に応じ、隅切り等を行う。

（車道部）

（民地）

すりつけ部の長さ

段差：5cm

（民地）

（車道部）

i=横断勾配すりつけ部 

歩道における歩行

者等の通行部分：

1m以上（可能な限

り広く確保） 

段差：5cm

歩道における歩行

者等の通行部分：

1m以上（可能な限

り広く確保） 
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参考図２-３ 植樹帯等の幅員を活用してすりつけを行う構造 

（植樹帯等の幅員内ですりつけを行う場合） 

（民地）

（車道部）
段差：5cm

すりつけ部植樹帯 植樹帯i=横断勾配 

・ すりつけ部の横断勾配は15%以下とする。ただし特殊縁石を用いる場合には10%以下とする。

・ 車両の安全な通行に支障をきたすことのないよう、必要に応じ、隅切り等を行う。

参考図２-４ 歩道の全面切下げを行う構造 

（車道部）

＜縦断勾配区間＞ ＜縦断勾配区間＞

＜切下げ部＞

段差：5cm
5%以下 5%以下 

・ すりつけ部の縦断勾配は 5%以下とする。ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して歩行者又

は自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得な

い場合には 8%以下とする。

出典：国土交通省「歩道の一般的構造に関する基準」（平成１７年２月３日）
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第８章 防護柵工 
「防護柵」とは、主として進行方向を誤った車両が路外、対向車線または歩道等に逸脱する

のを防ぐとともに、車両乗員の損害および車両の破損を最小限にとどめて、車両を正常な進行

方向に復元させることを目的とし、また歩行者および自転車の転落もしくはみだりな横断を抑

制するなどの目的をそなえた施設をいう。 

防護柵は、車両を対象とする車両用防護柵と歩行者等を対象とする歩行者自転車用柵に区分

する。 

 

8－1 参考基準類 

本章は表 8－1の基準類を参考としている。設計に当たっては、これらの基準類等に基づいて

行うこと。なお、参考基準類が改訂された場合、改訂された指針類に従うものとする。 

表 8－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所 

防護柵の設置基準・同解説 H28.12 (公社)日本道路協会 

車両用防護柵標準仕様・同解説  H16.5 〃 

景観に配慮した道路附属物等ガイドライ

ン 
H29.10 

道路のデザインに関する検討

委員会 

 

8－2 車両用防護柵 

8－2－1 設置区間 

下記各号のいずれかに該当する区間または箇所（以下「区間」という。）においては、道路

および交通の状況に応じて原則として、車両用防護柵を設置するものとする。 

(1) 主として車両の路外（路側を含む。以下「路外」という。）への逸脱による乗員の人的被害

の防止を目的として路側に車両用防護柵を設置する区間 

① 盛土、崖、擁壁、橋梁、高架などの区間で路外の危険度が高く必要と認められる区間 

② 海、湖、川、沼地、水路などに近接する区間で必要と認められる区間 

③ 橋梁、高架、トンネルなどへの進入部または車道に近接する構造物などに関連し特に必

要と認められる区間 

(2) 主として車両の路外などへの逸脱による第三者への人的被害（以下「二次被害」という。）

の防止を目的として車両用防護柵を設置する区間 

1) 主として車両の路外への逸脱による二次被害の防止を目的として路側に車両用防護柵を

設置する区間 

① 道路が鉄道もしくは軌道（併用軌道を除く。以下「鉄道等」という。）、他の道路などに

立体交差または近隣する区間で車両が路外に逸脱した場合に鉄道等、他道路などに進入す

るおそれのある区間 

2) 分離帯を有する道路において、主として車両の対向車線への逸脱による二次被害の防止を
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目的として分離帯に車両用防護柵を設置する区間 

① 高速自動車国道、自動車専用道路 

② 走行速度の高い区間で縦断勾配または線形条件が厳しく対向車線への車両の逸脱による

事故を防止するため特に必要と認められる区間 

3) 主として車両の歩道、自転車道、自転車歩行者道（以下「歩道等」という。）への逸脱によ

る二次被害の防止を目的として、歩道等と車道との境界（以下「歩車道境界」という。）に

車両用防護柵を設置する区間（防護柵により歩道等を新設する場合を含む。） 

① 走行速度が高い区間などで沿道人家などへの車両の飛び込みによる重大な事故を防止す

るため特に必要と認められる区間 

② 走行速度が高い区間などで歩行者等の危険度が高くその保護のため必要と認められる区

間 

(3) その他の理由で必要な区間 

① 事故が多発する道路、または多発するおそれのある道路で防護柵の設置によりその効果

があると認められる区間 

② 幅員、線形等道路および交通の状況に応じて必要と認められる区間 

③ 気象条件により特に必要と認められる区間 

 

8－2－2 種別 

１. 種別の設定 

車両用防護柵は、強度（車両が衝突したときに突破されない衝撃度の大きさ）および設置場

所に応じて、表 8－2のように種別を設定する。 

表 8－2 種別の設定 

強 度 
種 別 

路側用 分離帯用 歩車道境界用 

45kJ以上 C Cm Cp 

60kJ以上 B Bm Bp 

130kJ以上 A Am Ap 

160kJ以上 SC SCm SCp 

280kJ以上 SB SBm SBp 

420kJ以上 SA SAm － 

650kJ以上 SS SSm － 
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２. 性能 

車両用防護柵は、種別に応じて、下記の各号に示す性能を有するものでなければならない。

その際、衝突条件Ａおよび衝突条件Ｂは、表 8－3に示す条件をいう。 

 

表 8－3 衝突条件 

区分 衝突条件 

衝突条件Ａ 

車両総重量時において路面から重心までの高さが 1.4ｍの大型

貨物車による表 11－2 に示す種別に応じた衝撃度による衝突。そ

の際の衝突角度は 15度とする。 

衝突条件Ｂ 

質量 1 トンの乗用車による衝突。その際の衝突速度は次により

衝突角度は 20度とする。 

種別 衝突速度 

C,Cm,Cp,B,Bp 60km/h 

A,Am,Ap,SC,SCm,SCp,SB, 

SBm,SBp,SA,Sam,SS,SSm 
100km/h 

 

 

(1) 車両の逸脱防止性能 

1) 強度性能 

衝突条件Ａによる衝突に対して、防護柵が突破されない強度を有すること。 

2) 変形性能 

衝突条件Ａによる衝突に対して、たわみ性防護柵にあっては、車両の最大進入行程が設置

場所に応じ表 8－4の値を満足すること。剛性防護柵にあっては、主たる部材に塑性変形が生

じないこと。 

ここで、たわみ性防護柵および剛性防護柵とは防護柵の設計方法により下記に示す種類の

防護柵をいう。 

① たわみ性防護柵 

防護柵を構成する主たる部材の弾性および塑性変形を見込んで設計する防護柵 

② 剛性防護柵 

防護柵を構成する主たる部材の弾性限界内での変形を見込んで設計する防護柵 

表 8－4 たわみ性防護柵の車両の最大進入行程 

種 別 
支柱を土中に埋め

込む場合 

支柱をコンクリー

トに埋め込む場合 

路側用 C,B,A,SC,SB,SA,SS 1.1ｍ以下 0.3ｍ以下 

分離帯用 
Cm,Bm 1.1ｍ以下 0.3ｍ以下 

Am,SCm,SBm,Sam,SSm 1.5ｍ以下 0.5ｍ以下 

歩車道境界用 Cp,Bp,Ap,SCp,SBp 0.5ｍ以下 0.3ｍ以下 
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(2) 乗員の安全性能 

衝突条件Ｂによる衝突に対して、車両の受ける加速度が種別および種類に応じ表 8－5の値

を満足すること。 

表 8－5 車両の受ける加速度 

種 別 

たわみ性防護柵 

剛性防護柵 支柱を土中に埋め込

む場合 

支柱をコンクリート

に埋め込む場合 

C,Cm,Cp 
90m/s2/10ms未満 120m/s2/10ms未満 120m/s2/10ms未満 

B,Bm,Bp 

A,Am,Ap 150m/s2/10ms未満 180m/s2/10ms未満 180m/s2/10ms未満 

SC,SCm,SCp 

180m/s2/10ms未満 200m/s2/10ms未満 200m/s2/10ms未満 
SB,SBm,SBp 

SA,SAm 

SS,SSm 

 

(3) 車両の誘導性能 

衝突条件Ａおよび衝突条件Ｂでの衝突のいずれの場合においても以下の条件を満足するこ

と。 

① 車両は、防護柵衝突後に横転などを生じないこと。 

② 防護柵衝突後の離脱速度は、衝突速度の 6割以上であること。 

③ 防護柵衝突後の離脱角度は、衝突角度の 6割以下であること。 

なお、離脱速度および離脱角度は、図 8－1に示すものである。 

 

図 8－1 離脱速度，離脱角度 

 

 

(4) 構成部材の飛散防止性能 

衝突条件Ａおよび衝突条件Ｂでの衝突のいずれの場合においても、車両衝突時に構成部材

が大きく飛散しないこと。 
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３. 構造および材料 

(1) 防護柵高さ 

車両用防護柵の路面から防護柵上端までの高さは、原則として、0.6ｍ以上 1.0ｍ以下とす

る。 

所要の性能を満たすためにやむを得ず 1.0ｍを超える高さとする場合は、車両衝突時におけ

る乗員頭部の安全性を確保できる構造としなければならない。 

(2) 歩車道境界用車両用防護柵の形状 

歩車道境界用車両用防護柵（種別 Cp、Bp、Ap、SCp および SBp）は、ボルトなどの突起物、

部材の継ぎ目などにより歩行者等に危害を及ぼすことのない形状とするなど歩行者等に配慮

した形状を有しなければならない。 

(3) 材 料 

車両用防護柵に用いる材料は、十分な強度を持ち、耐久性に優れ維持管理が容易なものを

用いるものとする。 

(4) 防錆・防食処理 

車両用防護柵に用いる金属材料などのうち、錆または腐食が生じる材料は、ＪＩＳ規格ま

たは同等以上の効果を有する方法により防錆・防食処理を施すものとする。 

特に環境が厳しく錆または腐食が生じやすい場所に設置する場合は、さらに防錆・防食効

果を高めた処理を施すものとする。 

また、錆・腐食などが生じる材料のうち、防錆・防食に関する処理がＪＩＳ規格に示されて

いない材料を用いる場合は、当該材料に適した防錆・防食処理の方法および効果が検証され

ているものを使用するものとする。 

 

8－2－3 種別の適用 

(1) 設置場所 

車両用防護柵は、路側に設置する場合は路側用車両用防護柵（種別Ｃ、Ｂ、Ａ、SC、SB、SA

および SS）を、分離帯に設置する場合は分離帯用車両用防護柵（種別 Cm、Bm、Am、SCm、SBm、

SAm および SSm）を、また、歩車道境界に設置する場合は歩車道境界用車両用防護柵（種別 Cp、

Bp、Ap、SCp および SBp）を用いるものとする。 

ただし、分離帯に設置する場合で施設帯の幅員に余裕のある場合または施設帯に構造物な

どが存在し分離帯用車両用防護柵の設置が困難な場合は分離帯用車両用防護柵にかえて路側

用車両用防護柵を用いることができる。 

(2) 適用区分 

車両用防護柵は、道路の区分、設計速度および設置する区分に応じて、原則として、表 8－

6に示す種別を適用するものとする。 
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表 8－6 種別の適用 

道路の区分 設計速度 一般区間 
重大な被害が発生す

るおそれのある区間 

新幹線などと交差ま

たは近接する区間 

高速自動車国道 

自動車専用道路 

80km/h以上 

A,Am 

SB,SBm SS 

60km/h以上 SC,SCm SA 

その他の道路 

60km/h以上 B,Bm,Bp A,Am,Ap 

SB,SBp 

50km/h以上 C,Cm,Cp B,Bm,Bp(注) 

(注)設計速度 40km/h以下の道路では、C、Cm、Cpを使用することができる。 

 

ここで、重大な被害が発生するおそれのある区間とは、大都市近郊鉄道・地方幹線鉄道との

交差近接区間、高速自動車国道・自動車専用道路などとの交差近接区間、分離帯に防護柵を設

置する区間で走行速度が特に高くかつ交通量が多い区間、その他重大な二次被害の発生する

おそれのある区間、または、乗員の人的被害の防止上、路外の危険度が極めて高い区間をい

う。 

なお、走行速度や線形条件などにより特に衝撃度が高くなりやすい区間においては表 8－6

に定める種別の一段階上またはそれ以上の種別を適用することができる。 

 

8－2－4 設置方法 

車両用防護柵を設置する際は、道路および交通の状況を十分考慮して、車両用防護柵の種類

および形式を選定のうえ、防護柵の機能を発揮できるように設置するものとする。 

(1) 種類および形式の選定 

1) 種類の選定 

車両用防護柵は原則としてたわみ性防護柵を選定するものとする。ただし、橋梁、高架な

どの構造物上に設置する場合、幅員の狭い分離帯などの防護柵の変形を許容できない区間

などに設置する場合においては、必要に応じて剛性防護柵を選定することができる。 

2) 形式の選定 

車両用防護柵の形式選定に当たっては、性能、経済性、維持修繕、施工の条件、分離帯の

幅員、視認性の確保、快適展望性、周辺環境との調和などに十分留意して選定するものとす

る。 

3) 短い構造物区間への対応 

土工区間に短い橋梁などの構造物がある場合においては、原則として土工区間の車両間

防護柵と同一の形式を選定するものとする。 

ただし、異なる形式の防護柵を設置する必要のある場合はこの限りではない。 

(2) 高さ 

車両用防護柵を設置する際は、設置する車両用防護柵所定の設置基準面から上端までの高

さが確保されるよう、設置するものとする。 
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(3) 基礎 

土工区間に車両用防護柵を設置する際は、設置する地盤の形状、土質条件などを十分に照

査したうえで、また、橋梁、高架などの構造物上に車両用防護柵を設置する際は、設置する

構造物の耐力を十分に照査したうえで設置するものとする。 

(4) 設置延長 

車両用防護柵は、防護柵の転倒、滑動などが生じないような延長を確保するものとする。

また、たわみ性防護柵にあっては、8－2－1 設置区間の各号に該当する区間の前後に原則と

して各々20m 程度延長して設置するものとする。ただし、橋梁、高架などの構造物上に設置

する際、防護柵構造などの関係で、前後の土工部に設置する防護柵との連続性を確保するこ

とが困難な場合はこの限りではない。 

(5) 設置余裕幅 

たわみ性防護柵を設置する場合は、路側および歩車道境界に設置するものにあっては防護

柵の前面から路外方向に、分離帯に設置するものにあっては防護柵の対向車線に対する面か

ら対向車線方向に、原則として車両の最大進入行程に応じた余裕幅が確保できるよう、設置

するものとする。 

(6) 連続設置 

道路および交通の状況が同一である区間内に設置する車両用防護柵は、原則として連続し

て設置するものとする。 

(7) 分離帯への設置 

分離帯に車両用防護柵を設置する場合には、原則として分離帯の中央に設置するものとす

る。ただし、分離帯に勾配があるため防護柵の高さが確保できなくなる場合などはこの限り

ではない。 

(8) 端部処理など 

1) 端部処理 

車両用防護柵は、端部への車両の衝突防止または衝突時の緩衝性の向上に配慮して設置

するものとする。このため、防護柵の進入側端部は、できるだけ路外方向に曲げるなどの処

理を行うものとする。また、防護柵の端部は分離帯開口部、取り付け道路との交差部などの

道路構造との関連を考慮して、設置するものとする。ただし、路外の状況などによりやむを

得ない場合は、車両衝突の危険性が低い位置に防護柵の端部を設けるなど適切な処理を行

うものとする。 

2) 端部のすりつけ 

異なる種別、種類または形状の車両用防護柵を隣接して設置する場合は、原則として防護

柵の車両を誘導する面を連続させるものとする。 

3) 高速道路などの分岐部 

高速道路などの分岐部に車両用防護柵を設置する場合は、道路および交通の状況を十分

考慮し、必要に応じ、視線誘導施設、障害物表示灯などの注意喚起施設または他の緩衝材を

併設することなどにより、衝突防止または緩衝性の向上を図るものとする。 
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(9) 合流部などでの視認性確保 

道路の合流部または交差部などに車両用防護柵を設置する場合は、運転者が道路および交

通の状況を適切に確認できるよう、視線の妨げとならない設置を行うものとする。 

(10) 積雪地域における対応 

積雪地域において車両用防護柵を設置する場合は、必要に応じて積雪による荷重を考慮し

て設置するものとする。 

(11) 色彩 

車両用防護柵の色彩は、良好な景観形成に配慮した適切な色彩にするものとする。色彩の

検討においては、「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」を参考にすること。 

なお、線形条件、幅員、気象状況などにより視線誘導を確保する必要がある場合には、視線

誘導標の設置等適切な視線誘導方策を講じることとする。 

 

8－2－5 たわみ性防護柵の標準仕様について 

(1) 仕様記号 

たわみ性防護柵の選定における仕様記号は、「車両用防護柵標準仕様・同解説」の標準型を

基本として、一般的に次のようになっている。 

 

Gr － C － 2 B － 3

●形式
Ｇr：ガードレール

Ｇc：ガードケーブル

Ｇp：ガードパイプ

Ｇb：ボックスビーム

●種別
SS～C

・添字

無：路側用

ｍ：中央分離帯用

ｐ：歩車道境界用

●その他識別記号
なし：構造物用 400mm 埋込

2 ：構造物用 250mm 埋込

3 ：構造物用 190mm 埋込

4 ：Ｇr 笠木付構造物用

250mm 埋込

5 ：Ｇr 笠木付構造物用

190mm 埋込

●埋込区分
Ｅ：土中用

Ｂ：構造物用

●支柱間隔

●積雪ランク
なし:ランク1まで

2から5

●構造識別記号
なし：下記以外

Ｇr路側用の場合

2：一山型ビーム

Ｇpの場合

2：楕円パイプ型

3：新車両用防護柵2段型

4：新車両用防護柵3段型
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(2) 車両用防護柵の支柱基礎の設計について 

車両用防護柵の標準仕様における支柱基礎形式は、「土中埋込み用（土中用）」と「コンク

リート埋込み用（構造物用）」があり、以下に設計の概要を示す。 

なお、設計の詳細については、「車両用防護柵標準仕様・同解説」に基づいて行うこと。 

1) 土中埋込み用（土中用）支柱基礎 

前提としている地盤状況はＮ値 5～10 程度である。各標準仕様ごとに法肩距離、法勾配、

埋込み深さの標準的な値が定められており、衝突荷重に対する支柱の支持力は、この条件下

における支柱 1本あたりの背面土質量によって評価されるものとしている。 

 

注 1) 背面土質量＝背面土量（㎥）×土の単位体積重量（t/㎥） 

2) 分離帯や歩車道境界用の背面土量の算出は本図において支柱背面

が平坦なものとして行う。 

図 8－2 背面土量の範囲 

 

道路幅員や地下埋設等の現場条件により、標準的な法肩距離、法勾配、埋め込み深さが確

保できず、支柱 1本あたりの背面土質量が標準仕様における背面土質量と同等以上の値を確

保できない場合には、地盤改良により土の単位体積質量の改善を行い、必要な背面土質量の

確保を図るか、①～③の方法で対応策の検討を行う。 

特に、道路幅員の確保のため、ブロック積擁壁などの路側構造物に近接して支柱基礎を埋

設する場合、背面土質量が確保できず支持条件を満足しない可能性が高いため、注意が必要

である。 

① コンクリート根巻き構造による対応策 

不足している背面土質量を、コンクリート根巻きにより補う。設置場所における法片距

離、法勾配、埋込み部の状況などを踏まえ、根巻きコンクリートの適切な形状寸法を検討

する。なお、耐雪型防護柵の各仕様で根巻き寸法が記載されているものはこれを下回らな

いようにする。 

② 連続基礎構造による対応策 

①のコンクリート根巻きの形状寸法が施工性に影響するような形状である場合、または

H
×

0.
1

H

ｘ

ｘ
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埋設物などにより所定の埋込み深さが確保できない場合などは連続基礎構造による対策を

行う。 

③ 支柱間隔の短縮構造による対応策 

設置場所の制約条件などから①及び②の対応策ができない場合、埋設物により所定の埋

込み深さより浅くせざるを得ない場合などは、支柱間隔を短縮することにより、1ｍあたり

の支柱強度を上げる対策を行う。なお、支柱間隔の最小値は以下の表による。 

 

2) コンクリート埋込み用（構造物用）支柱基礎 

たわみ性防護柵をコンクリート構造物上に埋込み方式で設置する場合は、埋込み深さ

400mm と 250mm を標準とし、支柱穴のまわりに支持条件に応じた補強鉄筋を配置するものと

する。（図「ガードレール基礎 コンクリート建込み」参照） 

設置場所及び構造物の状況によりやむを得ずこの支持条件の変更を行なう場合は以下の

①～④により、定着部の定着方法に関して検討を行い、同等以上の支持条件となるようにす

る。 

なお、橋梁や擁壁などの構造物上に設置した場合、車両による衝突荷重について別途考慮

した設計とする必要があるため、「道路橋示方書（日本道路協会）」や「道路土工－擁壁工指

針（日本道路協会）」等により、検討を行うこと。 

① 設置場所および構造物の状況の把握 

橋梁、高架部および擁壁上に設置する支柱の支持条件を変更する場合は、床版地覆部や

擁壁天端の形状を確認し、さらに内部の配筋状況や埋設物などの状況を踏まえ、設置場所

の確認とコンクリート強度を把握する。 

② 定着部の応力度の評価 

橋梁用ビーム型防護柵の設計方法（平成 10年 11月 5日付建設省道環発第 30号道路環境

課長通達）を参考にして応力度の評価を行う。 

③ 補強鉄筋による対応策 

応力度照査の結果、補強鉄筋の変更で対応可能と判断される場合は、コンクリートのか

ぶり厚さに留意しながら鉄筋量などを定める。 

④ ベースプレート方式による対応策 

定着部の応力度が定着部のコンクリートおよび鉄筋の許容応力度内にない場合は、地覆

および構造物天端にベースプレートを介してアンカーボルトによる定着により支柱を固定

する対応策を検討する。 

 

8－2－6 歩道等のある橋梁・高架の防護柵の設置 

歩道等のある橋梁・高架区間の歩車道境界には、以下のいずれかに該当する場合に必要に応

じて車両用防護柵を設置するものとする。 

a) 転落車両による第三者の二次被害が発生する恐れのある場合 
b) 線形が視認されにくい曲線部など、車外の路外逸脱が生じやすい場合 
c) 地域の気象特性によって路面凍結が生じやすくスリップ事故が多発している場合 
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d) 橋長が長いなど走行速度が高くなるおそれがある場合 
e) 歩道幅員が狭い又は縁石の高さが低い場合 
また、既存の歩道等のある橋梁･高架のうち、上記の a)～e)またはハイテンション型ではない

アルミニウム製高欄が設置されている橋梁･高架についても、必要に応じて車両用防護柵を歩車

道境界に設置するものとする。ただし、歩道等の幅員等が狭いため、歩車道境界に車両用防護柵

を設置すると歩行者等の通行を妨げるおそれがある場合は、歩道等に接する地覆に転落防止機

能を有する歩行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵を設置するものとする。この場合、地覆

の高さを含めて、路面から 1.1ｍを確保すること。 
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8－3 歩行者自転車用柵 

8－3－1 設置区間 

下記各号のいずれかに該当する区間においては、道路および交通の状況を踏まえ、必要に応じ

歩行者自転車用柵を設置するものとする。 

(1) 歩行者等の転落防止を目的として路側または歩車道境界に歩行者自転車用柵を設置する区

間 

1) 歩道等、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路および歩行者専用道路の路外が危険な区

間などで歩行者等の転落を防止するため必要と認められる区間 

(2) 歩行者等の横断防止などを目的として歩車道境界に歩行者自転車用柵を設置する区間 

2) 歩行者等の道路の横断が禁止されている区間で必要と認められる区間 

3) 歩行者等の横断歩道以外の場所での横断防止が特に必要と認められる区間 

4) 都市内の道路などにおいて、走行速度が低く、単に歩道等と車道とを区別することのみに

より歩行者等の安全を確保することが期待できる区間のうち、特に必要と認められる区間 

なお、横断防止などを目的として設置する柵は、景観などを考慮し、植樹帯の設置など他

の方法を検討したうえで、必要と認められる場合について設置するものとする。 

 

8－3－2 種別 

１. 種別の設定 

歩行者自転車用柵は、表 8－7に示す設計強度に応じて、以下の種別に区分する。 

なお、種別 SPは主に橋梁、高架に設置されるものであり、「道路橋示方書」に示される部

材の許容応力度(割増しを見込まない)を用いて設計するものとする。 

表 8－7 種別毎の設計強度 

種別 設計強度 設置目的 備考 

P 
垂直荷重 590N/m( 60kgf/m)以上 

水平荷重 390N/m( 40kgf/m)以上 

転落防止 

横断防止 

荷重は、防護柵の最上部に作

用するものとする。このと

き、種別 Pにあっては部材の

耐力を許容限度として設計

することができる。 
SP 

垂直荷重 980N/m(100kgf/m)以上 

水平荷重 2,500N/m(250kgf/m)以上 
転落防止 

 

２. 性 能 

歩行者自転車用柵は、表 8－7 に示す種別に応じた設計荷重に対して塑性変形しないもの

でなければならない。 

 

３. 構造および材料 

(1) 防護柵高さ 

歩行者等の転落防止を目的として設置する柵の路面から柵面の上端までの高さは 1.1ｍを

標準とする。 

歩行者等の横断防止などを目的として設置する柵の路面から柵面の上端までの高さは 0.7
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ｍ～0.8ｍを標準とする。 

(2) 形状 

歩行者自転車用柵（種別 Pおよび SP）は、ボトルなどの突起物、部材の継ぎ目などにより

歩行者等に危害を及ぼすことのない形状にするなど、歩行者等に配慮した形状を有しなけれ

ばならない。 

なお、転落防止を目的として設置する柵の桟間隔は、歩行者等が容易にすり抜けられない

ものとする必要があり、幼児がすり抜けて転落するおそれを考慮して、桟間隔及び部材と路

面との間隔を 15cm 以下とすることが望ましい。また、児童などのよじ登りを防止するため

に縦桟構造とすることが望ましい。 

(3) 材料 

歩行者自転車柵に用いる材料は、十分な強度を持ち、耐久性に優れ維持管理が容易なもの

を用いるものとする。 

(4) 防錆・防食処理 

歩行者自転車用柵に用いる金属材料などのうち、錆または腐食が生じる材料に対する防

錆・防食処理は、車両用防護柵の防錆・防食処理に準ずるものとする。 

(5) 車両用防護柵の兼用 

車両用防護柵は上記各号を満足することにより、歩行者自転車用柵として兼用することが

できる。 

 

8－3－3 種別の適用 

歩行者自転車用柵は、原則として種別 Pを適用するものとし、歩行者の滞流が予想される区

間および橋梁、高架の区間に設置される転落防止を目的とした柵は、集団による荷重を想定し、

種別 SPを適用するものとする。 

 

8－3－4 設置方法 

歩行者自転車用柵を設置する際は、道路および交通の状況を十分考慮して、防護柵機能を発

揮できるように設置するものとする。 

(1) 高さ 

歩行者自転車用柵を設置する際は、設置する柵所定の路面から柵面の上端までの高さが確

保されるよう、設置するものとする。 

(2) 基礎 

土工区間に歩行者自転車用柵を設置する場合は、設置する地盤の形状、土質条件などを十

分に照査したうえで、また、橋梁、高架などの構造物上に歩行者自転車用柵を設置する場合

は、設置する構造物の耐力を十分に照査したうえで、設置するものとする。 
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表 8－8 一般的な歩行者自転車柵の支柱埋込み例 

種

別 
設置目的 設計強度 

高さ

(mm) 

支柱間隔

(ｍ) 

支     柱 

埋込み深さ(mm) 備考 

P 

転落防止 
垂直荷重 

 590N/m 

水平荷重 

 390N/m 

1,100 
3.0 

支柱φ60.5 

Ｅ 1200※1 土中埋込みを標準と
する。 
Co基礎寸法 
(A×B×t) 
300×300×800mm 
(300×300×450mm) 

Ｃ 800※1 (450) 

Ｗ 200 

横断防止 

700 

～ 

800 

3.0 

支柱φ60.5 

Ｅ 1000 コンクリート基礎を
標準とする。 
Co基礎寸法 
(A×B×t) 
300×300×400mm 

Ｃ 400(200) 

Ｗ 200 

SP 転落防止 

垂直荷重  

980N/m 

水平荷重 

2,500N/m 

1,100 1.5～2.5 
Ｃ 400※1 (400) 

連続基礎による埋込
み行うものとする。 
連続基礎寸法(A×t) 
300×300×900mm 
(300×500mm) 

Ｗ 200  

注）1 Ｅは土中埋込み、Ｃはコンクリート基礎、Ｗは橋梁、高架、擁壁などの構造物上に設置する

場合である。 

2 コンクリート基礎寸法の Aは幅、Bは長さ、tは高さである。（図 8－3参照） 

3 ※1の値は路肩側方余裕 100mm以上 500mm未満、のり勾配 1:1.5より緩やかで中位以上の地耐

力を有する土質条件(N10程度の砂質地盤)の場合である。 

4 （ ）の値は、路肩側方余裕 500mm以上で中位以上の地耐力を有する土質条件(N10程度の砂

質地盤)の場合である。 

5 支柱緒言には、積雪荷重は考慮されていない。なお、除雪作業などに支障となる場合には、

着脱式の構造を検討してもよい。 

図 8－3 基礎寸法および路肩側方余裕 

 

(3) 柵間のすり抜け防止 

転落防止を目的として同一種別の歩行者自転車用柵を設置する場合は、原則として連続し

路肩側方余裕

埋込み深さ

支柱

支柱

路肩側方

余裕

路肩側方余裕

埋込み深さ

支柱

支柱

路肩側方余裕

A（幅）

B（長さ）

コンクリート

A（幅）

ｔ（高さ）

コンクリート
法肩

法肩
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て設置するものとする。 

異なる種別の柵を設置する必要がある場合は、柵と柵の間から歩行者等が容易にすり抜け

ないよう、柵相互の間隔に留意して設置するものとする。 

(4) 合流部などでの視認性確保 

道路の合流部または交差部などに歩行者自転車用柵を設置する場合は、運転者が道路およ

び交通の状況を適切に確認できるよう、視線の妨げとならない設置を行うものとする。 

(5) 色彩 

歩行者自転車用柵の色彩は、設置する区間の地域性や周辺環境に応じ、美観などを考慮し

なければならない場合が多いため、良好な景観形成に配慮した適切な色彩とするものとする。

色彩の検討においては、「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」を参考にすること。 

(6) 積雪地域における対応 

積雪地域において歩行者自転車用柵を設置する場合は、必要に応じて積雪による荷重を考

慮して設置するものとする。 
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第９章 区画線工 
 

道路標示及び区画線は交通の流れを誘導し運転手に必要な案内、警戒、規制あるいは指

示を示して自動車が安全で円滑な交通を確保することを目的として設置するものとする。 
 

9－1 参考基準類 

区画線工の設計に当たっては、表 9－1の基準類等に基づいて行うこと。なお、参考基

準類が改訂された場合、改訂された指針類に従うものとする。 

表 9－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所等 

道路標識・区画線及び道路標示に

関する命令 

S35.12 

H21.12 改正 

内閣府・国土交通省令第

三号 

路面標示設置マニュアル H24.1 (一社)交通工学研究会 

道路構造令の解説と運用 H27.6 (公社)日本道路協会 

 
9－2 道路標示（広義）の種類 

路面標示  区画線 ······ 道路管理者が設置するもの 

道路標示（広義）        道路標示 ··· 公安委員会が設置するもの 

          垂直面標示 ··················  道路管理者が設置するもの 

 
(1) 区画線のうち道路標示とみなすもの 

表 9－2の左欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法の規定の適用についてはそれぞれ

右欄に掲げる種類の道路標示とみなす。 
 

表 9－2 区画線のうち道路標示とみなすもの 

（令第７条） 

区   画   線 道  路  標  示 

「車道中央線」を表示するもの 「中央線」を表示するもの 

「車道外側線」を表示するもの（歩

道の設けられていない道路または道

路の歩道の設けられていない側の路

端寄りに設けられ、かつ、実線で表

示されれるものに限る） 

「路側帯」を表示するもの 
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9－3 区画線と道路標示の設置区分 

 
表 9－3  区画線と道路標示の設置区分 

道路管理者の設置すべきもの（区画線） 公安委員会の設置すべきもの（道路標示） 標識令

にない

もの 種類・番号 設 置 場 所 標示区分 種類・番号 設 置 場 所 

車道中央線 

   (101) 

車道（軌道線である部分

を除く。）の幅員が 5.5

メートル以上の区間内の

中央を示す必要がある車

道の中央 

規  制 追越しのた

めの右側部

分はみ出し

通行禁止 

   (102) 

交通法第 17条第４項第

４号により車両が追越し

のため右側部分にはみ出

して通行を禁止する道路

の区間又は場所 

 

  指  示 中央線 

   (205) 

道路の中央又は交通法第

17条第３項の規定によ

り道路の中央として指定

する場合の道路の区間 

 

車線境界線 

   (102) 

４車線以上の車道の区間

内の車線の境界線を示す

必要がある区間の車線の

境界 

規  制 車両通行帯 

   (109) 

交通法第２条第１項第７

号に規定する車両通行帯

を設ける道路の区間 

 

登坂車

線 

指  示 車線境界線 

   (206) 

４車線以上の道路の区間

内の車線の境界を示す必

要がある道路の区間 

 

車道外側線 

   (103) 

(1) 車道の外側の縁線

を示す必要がある区

間の車道の外側 

(2) ２車線道路にあっ

ては車道幅員が 5.5m

以上の場合に設置す

る。 

(3) １車線道路にあっ

ては車道幅員が 3.5m

以上の場合に設置す

る。 

規  制 

 

 

 

 

規  制 

 

 

 

 

 

規  制 

路側帯 

(108の 4) 

 

 

 

駐停車禁止

路側帯 

(108の 5) 

 

 

 

歩行者用路

側帯 

(108の 6) 

道路交通法第２条第１項

第３号の４に規定する路

側帯を設ける道路区間又

は場所 

 

道路交通法第２条第１項

第３号の４及び第 47条

第３項により路側帯にお

ける車両の駐停車を禁止

する区間又は場所 

 

道路交通法第２条第１項

第３号の４、第 17条の

３第２項及び第 47条第

３項により路側帯におけ

る軽車両の通行並びに車

両の駐車及び停車を禁止

する区間又は場所 

 

 

歩行者横断

指導線 

   (104) 

歩行者の車道の横断を指

導する必要がある場

所 

指  示 横断歩道 

  (201) 

交通法第２条第１項第４

号の規定による横断歩道

を設ける場所 
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道路管理者の設置すべきもの（区画線） 公安委員会の設置すべきもの（道路標示） 標識令

にない

もの 種類・番号 設 置 場 所 標示区分 種類・番号 設 置 場 所 

車道幅員の

変更 

   (105) 

異なる幅員の車道の接続

点で、車道の幅員の変更

を示す必要がある場所 

    

路上障害物

の接近 

   (106) 

車道における路上障害物

の接近を示す必要がある

場所 

指  示 安全地帯又

は路上障害

物に接近 

  (208) 

安全地帯又は路上障害物

に接近しつつあることを

示す必要がある場所 

 

導流帯 

   (107) 

車両の安全かつ円滑な走

行を誘導する必要がある

場所 

指  示 導流帯 

(208の 2) 

車両の安全かつ円滑な走

行を誘導する必要がある

場所 

 

  規  制 立入り禁止

部分 

(108の 2) 

交通法第 17条第５項に

より車両の通行に供しな

い部分であることを表示

する場所 

 

路上駐車場 

   (108) 

路上駐車場の外縁（歩道

に接するものを除く。） 

規  制 

 

規  制 

 

規  制 

 

平行駐車 

   (112) 

直角駐車 

   (113) 

斜め駐車 

   (114) 

 バス停

留所 

注）１．区画線、道路標示の設置は公安委員会の意見をきくこと。 

 
 
9－4 区画線と設置様式 

ペイントによる「車道中央線」「車線境界線」「車道外側線」の設置時の長さ、間隔及

び幅については、表 9－4に示す値を標準とする。（「区画線の設置様式について」（昭和

49年 12 月 26日付 建設省都街発第 67号、建設省道企発第 99号 建設省都市局街路課

長・道路局企画課長通達）） 
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表 9－4 区画線の設置様式 

（単位：ｍ） 

 

標 識 令 

の 規 定 

標   準   値 

① 

都市部の道路 

②地方部の道路

及び自動車専用

道路(③を除く) 

③設計速度

80km/h以上の

自動車専用道路 

車道中央線 

(実線 2本) 

幅 (t) 0.10～0.15  0.15  0.15    0.15 

実線間隔(d) 0.10～0.15  0.15  0.15    0.15 

車道中央線 
(実線１本) 幅 (t) 0.15～0.20  0.20  0.20    0.20 

車道中央線 

(破  線) 

長さ (ℓ1) 3.00～10.00  5.00  5.00    5.00 

間隔 (ℓ２) 〃   〃  5.00  5.00    5.00 

幅 (t) 0.12～0.15  0.15(0.12)  0.15    0.15 

車線境界線 
(実  線) 幅 (t) 0.10～0.15  0.15  0.15    0.15 

車線境界線 

(破  線) 

長さ (ℓ1) 3.00～10.00  6.00(5.00)  6.00(5.00)    8.00 

間隔 (ℓ２) (1.0～2.0)l1  9.00(5.00)  9.00(5.00)   12.00 

幅 (t) 0.10～0.15  0.15  0.15    0.15 

車道外側線 幅 (t) 0.15～0.20  0.15  0.15    0.20 

 
長さ（ℓ1）、間隔（ℓ２）、幅（ｔ）及び実線間隔（ｄ）は、次図に示すところによる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 
1.  上表中のかっこ書きの値については、次の場合に適用する。 

(1) 車道中央線（破線）の幅については、都市部で平均走行速度が低く、かつ、交

通量が少ない道路に設けられる場合には、0.12ｍとすることができる。 

(2) 車線境界線に破線を用いる場合の長さと間隔の比（ℓ1：ℓ２）については、曲線

半径の小さい曲線部又は縦断勾配の急な箇所等、特に区画線の連続的視認性を良

好に保つ必要のある区間、あるいは都市部にあって交差点間隔、の特に狭い地域

等では比率を 1：1まで縮少することができる。 

この場合は       ℓ1＝ℓ２＝5ｍとする。 

ℓ 1 ℓ 2

（破線の場合） t

t

（実線の場合） d
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2.  上表中③に分類される自動車専用道路にあっても、設計速度以下の速度規制が実

施される場合には、規制期間等を考慮のうえ、②と③いずれの標準値によるかを選

択するものとする。 

3.  ここに示した道路区画線の標準値は、新設又は改築を行う道路（高速自動車国道

及び都市高速道路は除く。）に適用するものとし、既設の道路については、区画線

の塗り換え、舗装の打ち換え、オーバーレイ等の機会をとらえて漸時標準値に近づ

けていくものとする。 

ただし、車線境界線（破線）については、塗り換えの際は（ℓ1＋ℓ２）を既設のまま

とし、暫定的に比率（ℓ1：ℓ２）だけを標準に合わせ、舗装の打ち換えオーバーレイ

等を実施する際に前後の道路との連続性、当該箇所の延長等を考慮して適宜標準値

へ移行するよう措置するものとする。 

 
9－5 幅員構成を定める区画線の設置位置 

(1) 歩道のない場合 

 
 
 
 
 
 

(2) 歩道のある場合 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
注）１．歩道のある場合で路肩が 0.5ｍ未満のとき、または歩車道境界に側溝等があり、色

彩・構造等により車道外側が明確な場合は、区画線を設けなくてもよい。 

２．車道幅員は車線幅を基準にする。 

すなわち、１車線Ｗ＝3.25ｍで 2車線の場合はＷ＝3.25×2＝6.50ｍとなり、おのおの

区画線の中心からの距離となる。 

３．本省において、道路管理者と公安委員会の協議により、前記（道路局長通達）の取り

扱いとなったもので「道路構造令の解説と運用」に優先する。 

路肩 路肩車 道 巾 員

中心線外側線

車 道 幅 員

外側線 中心線

≧0.5 ≧0.5

歩道 歩道

区画線

L/2 L/2

L=0.15

区画線

L/2 L/2

L=0.15

区画線

L/2 L/2

L=0.15
（破線）

または
L=0.2（実線）
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9－6 区 画 線 

(1) 車道中央線〔101〕〔中央線（205）〕 

1) ２車線の車道に設置する場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 中央分離帯の設置されていない道路で車道幅員 5.5ｍ以上の道路に設置する。 

② チャッターバー、ロードマーカー等を設置する場合は、その使用目的と必要の程度を

考慮して決めること。 

 
 車道中央線は一般的に破線長 5ｍとするが、次の各号に該当する場合には実線とす

る。 

• 道路のまがりかど付近又は勾配の急な下り坂 

道路の曲線部 Ｒ＝300ｍ以下、勾配５％以上でℓ＝100ｍ以上の下り坂 

• 上り坂の頂上附近 

• トンネル（車両通行帯の設けられたもの以外のトンネル） 

• 橋梁、高架橋等で重大事故の発生が予想される区間 

• 交差点、踏切または横断歩道及びこれらの手前の側端から前に 30ｍの区間 

 
2) ４車線の車道に設置する場合 

 
 
 
 
 
 

 
 新設又は改築の 4車線以上の道路で、やむを得ず中央帯を設けず車道中央線を引く

場合には、実線の 2本の設置が望ましい。 

 この場合、車線幅員は車道中心線からとるものとする。したがって、中央寄りの車

線については、実質的な通行幅（図のａ）が減少することになるが、路肩幅員の余裕

等条件が許せば車線幅員を拡げて必要な通行幅を確保することができる。 

種類 色彩

t
=
0
.
2
0

車
道
中
央
線

白

t
=
0
.
1
5

様 式

ℓ 1

=5.0m

ℓ 2

=5.0m

車
道
中
央
線

白

実
線

実
線

0
.
1
5
 
 
0
.
1
5

t=
0.

20

0
.
1
5
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(2) 車道境界線（102） 

 

 

 

 

 

 
1) 片側 2車線以上の車道に設置する。 

通常の場合は、破線とする。 
2) 実線は「車両が車線を変更する場合、横断・回転・右左折・駐停車等のために横切る場

合を除き、この線をこえてはならない」ことから、具体的な箇所は車道中央線と同じ箇

所にする。 

 
(3) 車道外側線（103） 

 

 

 

 
  

車線幅員

a

車線幅員

破
線

実
線

t
=
0
.
1
5

白

ℓ 1

=6.0m

ℓ 2

=9.0m

t
=
0
.
1
5

t
=
0
.
1
5

ま
た

は
t
=
0
.
2
0車

道
外
側
線

実
線

白
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車道外側線設置基準 

車道幅員 車道中心 
よりの距離 幅  員  構  成  図 

5.5ｍ 

の場合 
2.75ｍ 

 

6.5ｍ 

の場合 
3.25ｍ 

 

7.5ｍ 

の場合 
3.25ｍ 

 

9.0ｍ 

の場合 

①3.25 
 

②3.25 
 

外側線部分の詳細 

 

（注）１．車道外側線は原則として全区間に設置する。 
ただし、既設歩道箇所および歩道設置計画箇所で歩道と車道間が 0.49ｍ未満の
幅しかとれない時は設置しなくてもよい。 

２．幅員構成のうちｂは自転車道で、自転車交通量の多い場所は考慮してもよい。 
３．幅員構成のうちＣは自転車歩行者道とした場合。 
４．車道幅員が 9.0ｍ～12.0ｍについては場所によって検討すること。 
５．交差又は分岐する道路の車道幅員が 4ｍ未満の場合は連続させるものとし、4ｍ以

上の場合は隅切で切断するものとする。 
 

(4) 歩行者横断指導線（104） 

 現在設置されている横断表示は全て横断歩道（201）で標示されているので、本区画線

の設置は行わないものとする。 
 

(5) 車道幅員の変更（105） 

1） 車道幅員の異なる接続点の全てに設置する。 

2） 車道幅員を変更する場合の褶付長は原則としてℓ＝15～50ｄとする。 

3） 交差箇所を境界として幅員を変える場合は、交差箇所前後の拡幅を考慮すること。 
 

a≧0.5 0.5 5.5 

(5.5) 

a≧0.5 6.5 

(6.5) 

0.5 

a≧0.5 1.0 6.5 

(7.5) 

a≧0.5 6.5 

(9.0) 

ａ 

ｂ≧0.5 6.5 

(9.0) 

Ｃ   ａ 

0.15 

ａ 
Ｃ 

 0.15 
   2 

車道幅員の 1/2 

d

(cm)

ℓ
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(6) 路上障害物の接近（106） 

1) 本標示の外周線の内側にチャッターバー等を設置することができる。 

2) 障害物には垂直面標示（黒黄反射塗装）及び視線誘導標等を設置すること。 

① 片側に避ける場合 

 
 

② 両側に避ける場合 

 
 

(7) 導流帯（107） 

1) 複雑、変形交差点において各方向の通行路を示す必要がある場合で、縁石による導流施

設を設けるスペースがないとき、又は縁石による施設では衝突のおそれのある場合。 

2) 道路の区間において対向又は同方向の流れを分離する必要がある場合（中央分離帯と

して用いる場合） 

3) 車道幅員が変化する場合 

4) 交差点において車両の進行路を特に示す必要がある場合。 

○ 細道路が斜に交差する場合 

○ 右折車が多い場合 

5) 交差点が変形又は広過ぎるため中心点を示し、右折車両を誘導する必要がある場合。 
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(8) 路上駐車場（108） 

 旧道敷等で十分に駐車場として効用を発揮できるものは、（117－Ａ）と共に設置するも

のとする。 

 
例） 

1) 広い場合（普通自動車が既ね 5台以上駐車可能な場所） 
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2) 狭い場合 
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(9) 幅員車線数変化点の処理 

単路部本線の車線数を増減させたり、車線幅員を変化させたり、車線を横に変位させ

たりする場合のすりつけは「平面交差点の計画設計」に従って、 

        Ｌ：すりつけ長（ｍ） 

Ｌ＝0.6ＶＷ  Ｖ：設計速度（km/hr） 

        Ｗ：すりつけ幅（ｍ） 

とする。 

 

 

1) 中央分離帯の幅が変化する等のために車道の中央部の幅員が変化する場合 

 
 

2) 車道の外側の幅員が変化する場合 

(地方部) 

 
左車線を走行車線として通すことが望ましい。 

 
 

(都市部) 

 
沿道アクセス等路側寄り空間での外乱要素に対処するため、外側車線を除く車線で連続性を確保するのが望ましい。 
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第１０章 道路付属施設工 
 
10－1 視線誘導標 

(1) 参考基準類 

視線誘導標の設置にあたっては、表 10－1の参考基準類に基づいて行うものとする。

なお、参考基準類が改訂された場合、改訂された指針類に従うものとする。 

表 10－1 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所等 

視線誘導標設置基準・同解説 S59.10 (公社) 日本道路協会 
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10－2 道路反射鏡 

(1) 参考基準類 

本章は表 10－2の基準類を参考としている。設計に当たっては、これらの基準類等に基づ

いて行うこと。なお、参考基準類が改訂された場合、改訂された指針類に従うものとする。 

表 10－2 参考基準類一覧 

基準名 発行 発行所 

道路反射鏡設置指針 S55.12 (公社)日本道路協会 

 

道路反射鏡標準図 

 

 

種  類 
一  面 鏡 二  面  鏡 

φ600 φ800 φ1,000 φ600 φ800 φ1,000 

ℓ 600 900 1,200 900 1,200 1,500 

－ 205 －



10－3 その他 

 
(1) 官民境界工 

 
 

(2) 人孔鉄蓋及び蓋受 
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(3)  中央分離帯 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) アスカーブ 

 

細粒度アスコン(13mm) 

タックコート(PK-4)  0.4ℓ／㎡ 

 

200 

100 

1
5
0 
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